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午前１０時００分 開議   

○議長（堀 光雄君） おはようございま

す。出席議員は、定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたします。 

 議事に入る前に、本日、当局より正誤表が

提出されましたので、印刷してお手元に配付

しております。御了承願います。 

 それでは、これより、本日の会議を開きま

す。 

───────────────── 

○議長（堀 光雄君） 本日の議事は、お手

元に配付またはタブレットに配信しておりま

す議事日程第２号をもって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（堀 光雄君） 日程第１ 市政に対

する一般質問を行います。 

 奥本菜保巳議員の登壇を願います。 

 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） おはようございま

す。日本共産党、奥本菜保巳でございます。

本日、私、のどの調子が悪く咳が出るかもし

れません。大変お聞き苦しい点があるかもし

れませんが、御容赦のほどよろしくお願いい

たします。 

 それでは、行政問題、福祉問題について通

告順に一般質問させていただきます。 

 第一の質問、行政問題、地域公共交通、デ

マンド型乗合タクシーについて質問いたしま

す。 

 現在、三沢市の地域公共交通は、地域住民

の日常生活や社会生活における移動の手段と

して、主に民間の路線バス、タクシー、コ

ミュニティバスなどが重要な役割を担ってい

ます。近年、地域公共交通は、人口減少や車

社会による長期的な利用者の減少、バスやタ

クシーの運転手の不足、ライフスタイルの変

化の影響もあり、大変厳しい状況に置かれて

いると言われています。 

 このような状況下において、今後、住民の

利便性を確保しながら、どのようにして地域

公共交通を持続可能にしていくかということ

が課題となっています。 

 国では、今年２月１０日に地域公共交通の

活性化及び再生に関する法律等の一部を改正

する法律案を閣議決定しています。地域の公

共交通リ・デザイン（再構築）に向けてとし

ています。 

 人口減少社会の中で、民間交通事業者の事

業運営に任せるだけでは、地域公共交通の維

持や活性化が困難であること、地方公共団体

が、それぞれの地域の公共交通の在り方を主

体的に検討し、その再構築を先頭に立って推

進することができる仕組みを構築する、地域

全体を見渡した総合的な公共交通網の形成が

求められると指摘しています。 

 私は、この課題解決のためには、行政の知

恵が最も重要だと思っています。三沢市地域

公共交通会議での有識者、民間事業者、バス

業界、ＰＴＡ、連合町内会、社会福祉協議

会、婦人会など各分野からの人選によって審

議されていると伺いました。アドバイスを受

ける専門家・有識者の方が、三沢に来られる

ときに、必ずバスを利用しながら状況を把握

されているとも伺いました。 

 しかし、私は、公共交通の専門家のアドバ

イスも大切ですが、毎日、三沢市で生活し、

買物や病院の受診に利用している方々の要望

がより大切だと思っています。 

 やはり、利用するに当たって、利便性に地

域間で大きく差がありますし、実態をつかむ

ことが大切だと思っています。特に、バス停

までの距離が長い地域では、足元がおぼつか

ない高齢者にとっては、利用しにくくなりま

す。また、三沢市北部や東部地区では路線バ

スを利用されていますが、バスの本数も少な

く、バス停までの距離もあります。 

 やはり、限界はあるかもしれませんが、地

域公共交通としては、利用される方々の利便

性、ニーズを最も重要視すべきだと思いま

す。地域住民や利用者の移動に対するニーズ

を用いて、人口分布や移動ニーズと地域公共

交通サービスの関係を整理することが、まず

第一であると思います。 
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 先般、三沢市地域公共交通会議において、

三沢市北部と東部の両地区と市中心部を結ぶ

乗合タクシーの実証運行の開始が１２月に延

期するとの報道がありました。 

 そこで、質問いたします。北部・東部地区

の乗合タクシー導入に向けてのこれまでの取

組の経緯と目指すべき事業内容について伺い

たいと思います。 

 次の質問に移ります。福祉問題、介護保険

制度について伺います。 

 １点目として、まず介護保険制度の現状と

課題について伺います。 

 介護保険制度は、介護を必要とする方に費

用給付し、適切なサービスを受けられるよう

にサポートする保険制度です。２０００年度

に施行されてから２３年たちますが、この

間、３年ごとに改定が行われてきました。高

齢化が進む中で、介護利用者の増加傾向が続

き、それに伴い、介護給付費も増え続け、国

ではそれを抑えるために制度の改定を行って

きました。 

 介護保険制度開始当初は、介護保険サービ

ス利用料の自己負担額は、所得に関係なく、

原則１割負担でしたが、２０１４年の改定で

は、所得に応じて１割から２割負担へ、２０

１７年には、所得に応じて最大３割負担に改

定されています。特別養護老人ホームへの入

所に際しては、要介護３以上で、実態は、介

護度４、５でなければ入所できないように

なっています。国では、来年度の改定に伴っ

て、現在審議が行われています。 

 そこで、質問の１点目として、三沢市にお

ける介護サービスの利用状況等の現状と課題

について伺います。 

 次に、介護保険制度の２点目についてお尋

ねします。 

 ６５歳以上の方々の介護保険料は、制度開

始の２０００年には、基準段階の全国平均は

２,９１１円でしたが、現在は６,７７１円で

す。２０２５年には、８,１６５円になる見込

みと言われています。年金のみで暮らす高齢

者の方々は、年金が実質引下げとなってお

り、物価高騰に苦しんでいます。 

 このような状況で、さらなる介護保険料引

上げとなれば、生活苦に追い打ちをかけるこ

とになります。基金を活用し、保険料を据え

置くべきと思います。三沢市は、今期、介護

保険料を据え置いております。 

 そこで、質問の２点目として、三沢市とし

て来年度の保険料改定について、どのように

見通しを立てているのかお答えください。 

 次に、介護保険制度についての３点目の質

問として、老人施設における電気料金の利用

者負担について伺います。 

 昨今、エネルギー価格・物価高騰が長期化

している中で、老人施設では、これまでの利

用使用料と施設利用料とは別に、光熱費分と

して利用者や家族の方に負担をお願いしてい

ると伺いました。施設事業者にとっては、運

営に当たり、存続に関わる事態にまで追い込

まれている実態が伺えます。 

 しかし、生活保護者や低年金者の方々に

とっても、支払えない事態が発生し、最悪退

所に追い込まれる事態になれば、死活問題と

なります。ある相談者の方から、生活保護を

受けている母親の施設利用に当たり、光熱費

として月に１万円程度援助してほしいと言わ

れましたが、自分自身も低年金でやっと生活

しているので、困っているがどうすればいい

かとの相談を受けました。生活保護費で賄え

ない状況が発生しましたが、今回の国の３万

円の支援金と１１月からの冬期加算を活用し

て、当面はしのげることになりました。 

 しかし、エネルギー価格高騰の長期化が想

定される中で、その対策が必要だと思いま

す。今後も、国・県の物価高騰対策が予定さ

れておりますが、市独自策としての支援策が

必要だと思います。施設事業者や利用者に対

するエネルギー価格・物価高騰対策として、

国・県の交付金を活用し、また、市独自の財

源を活用し、救済する必要があると思いま

す。当市として、どのように対応するのかを

伺います。 

 次に、福祉問題の子育て支援について伺い
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ます。 

 子育て支援の１点目として、子供の居場所

づくりについて伺います。 

 こども家庭庁では、子供の居場所づくりを

政策の柱の一つとして掲げています。子供た

ちが、地域のコミュニティーの中で育つこと

が難しくなっているほか、虐待やいじめ、不

登校、自殺の増加、闇バイトなど犯罪に巻き

込まれる事案などが社会問題化されていま

す。その解決策の一つとして、子供や若者た

ちが学校や家庭以外に安心して過ごせる場所

をつくる必要があるとしています。こども家

庭庁が、昨年度、子供や若者２,０３６人を対

象に行ったアンケート調査では、特に、中学

生・高校生以上の世代で、家や学校以外の居

場所が欲しいが、そうした居場所がないと回

答する割合が高くなっているとのことです。 

 そこで、こども家庭庁では、今年度、自治

体を対象に公募を行い、モデル事業を始める

とともに、子供・若者から意見を聞いたり、

先行事例を調査するなどして、子供の居場所

づくりの整備の基本指針を年内にも策定する

ことにしています。 

 当市としても、三沢市での実態調査も含

め、子供の居場所づくりに取り組むべきと思

いますが、当市の見解を伺います。 

 続きまして、子育て支援についての２点

目、夏休み・冬休み期間における給食支援に

ついて伺います。 

 格差社会が広がる中、子供の貧困対策への

取組が注目されています。家庭の貧困や育児

放棄、虐待が増加傾向にある中で、食事を満

足に与えられないケースもあることが明らか

にされてきました。学校での給食が、栄養バ

ランスのとれた食事を取る唯一の食事になっ

ていることも、子供の貧困問題で明らかに

なっています。 

 そこで、子供たちにとって学校給食の提供

がない夏休みや冬休みの期間に、昼食を提供

する取組を行っている自治体があります。奈

良市では、学童保育で希望者に昼食のお弁当

を２５０円で提供する取組を行っています。

また、茨城県境町では、令和３年７月から町

内５か所の児童クラブに給食センターで作っ

た昼食を１食当たり２５０円で提供していま

す。 

 全国の学童保育等での昼食提供は、２２.８

％にとどまっているそうです。こども家庭庁

では、地域の実情に応じ、食事の提供を検討

することを促す通知を全国の自治体に出して

いるそうです。 

 そこで、三沢市としても昼食の提供を実施

してはどうでしょうか。児童館や児童クラブ

などを活用し、希望する家庭に提供すること

で、主婦の負担軽減にもつながりますし、

カップラーメンやお菓子などで昼食を済ませ

ることなく、栄養バランスのよい食事を子供

たちに提供することができます。就学援助制

度における要保護・準要保護世帯には、無償

で学校給食を提供しているわけですから、夏

休み・冬休みなどの昼食も無償で提供すべき

と思います。当市の見解を伺います。 

 以上で、壇上からの一般質問を終わりま

す。 

○議長（堀 光雄君） ただいまの奥本菜保

巳議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。 

 ただいまの奥本議員御質問の福祉問題の子

育て支援についての第１点目、子供の居場所

づくりについては私から、そのほかにつきま

しては、政策部長並びに福祉部長からお答え

をさせますので御了承ください。 

 国のこども政策の新たな推進体制に関する

基本方針において、全ての子供が安全で安心

して過ごせる多くの場所を持ちながら、様々

な学びや社会で生き抜く力を得るための糧と

なる多様な体験活動や外遊びの機会に接する

ことができ、自己肯定感や自己有用感を高

め、幸せな状態で成長し、社会で活躍してい

けるようにすることが重要であることをこど

も政策の基本理念としており、こども家庭庁
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では、この理念に基づいて、子供・若者が安

心して過ごせることができる居場所づくりを

強力に推進することとしております。 

 近年、地域のつながりの希薄化、核家族化

や少子化による子供・若者同士の育ち合い、

学びの機会の減少等により、子供が地域コ

ミュニティーの中で育つことが困難になって

おり、また、孤独・孤立への不安、児童虐待

の相談対応件数の増加や不登校、ネットトラ

ブル等、子供を取り巻く課題は、複雑かつ複

合化しており、子供が安心していることがで

きる居場所づくりを推進することは、重要な

課題だと認識しております。 

 当市における子供の居場所の現状といたし

ましては、各小学校区内の１０か所の児童館

等において、子供の健全育成を図るための放

課後児童健全育成事業を実施しております。

放課後や土曜日及び夏休み等の長期休業中に

支援者の見守りの中、子供たちが安心して過

ごせる場、様々な活動が体験できる場を提供

しており、令和５年４月時点では、約７３０

名の児童が利用しております。 

 また、令和３年度より社会福祉法人に委託

し、支援対象児童等見守り強化事業を実施

し、支援が必要な子供たちの孤立を防ぎ、生

活の支援や見守りをするとともに、みんなの

居場所として夏休み中に食事の提供なども

行っております。 

 さらに、ほかの社会福祉法人においては、

新たに子供の第三の居場所事業を実施予定で

あり、活動内容としましては、地域の多世代

交流や体験活動、食事の提供などを行うため

の準備を進めております。 

 当市といたしましても、引き続き、全ての

子供たちが未来への希望を持ち、これからの

社会を生き抜く力を育むことのできる機会と

環境を提供するために、これらの地域の関係

団体と連携しながら、安心して過ごせる居場

所を広げるとともに、子供たちのニーズも踏

まえ、活動の充実を図ってまいりたいと考え

ております。 

 私からは、以上であります。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 福祉問題の

子育て支援についての第２点目、就学援助制

度を利用する世帯への学校長期休業中のお弁

当の支給についてお答えいたします。 

 成長期にある子供の心身の健全な発達のた

めには、栄養バランスのよい食事がとても重

要であり、学校給食は子供の健康増進や食育

の役割も担っております。しかしながら、夏

休み中の長期休業中は学校給食がないため、

両親が就労で、日中に不在の場合や経済状況

によっては、子供の不規則な食生活や栄養バ

ランスのよい食事が難しくなることも懸念さ

れます。 

 当市における現状についてでありますが、

子供のいる生活困窮世帯への食の支援とし

て、社会福祉法人において、青森県社会福祉

協議会のフードバンク事業を利用したこども

宅食を２か月に１回程度実施し、食料品や生

活用品等の無料配布を行っており、７月の開

催時は２１９世帯の４３０名の子供への支援

を提供いたしました。また、共働き家庭な

ど、留守家庭の児童につきましては、長期休

業中は児童館等を利用しておりますが、１日

利用する際には、各家庭でお弁当を用意して

もらい、持参するようお願いしております。 

 御質問の就学援助制度における要保護・準

要保護世帯を対象にした学校長期休業中のお

弁当の支給につきましては、全ての子供たち

の健やかな成長のために、経済的困難を抱え

る家庭のみならず、共働き家庭の負担軽減と

いう子育て支援の観点から、長期休業中も食

事の心配がなく、栄養バランスのよい食事が

取れるよう子供の居場所での給食の実施や児

童館等でのお弁当の配布などが可能かどう

か、他の自治体の先行事例も参考にしなが

ら、今後、調査研究してまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、福祉問題の介護保険制度につ

いての第１点目、当市の介護保険制度の現状

と課題についてお答えいたします。 

 国における介護保険制度は、地域包括ケア
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システムを推進する観点から、共生型サービ

スの創設のほか、生活支援や介護予防、認知

症施策などの地域づくりに関わる取組を進

め、団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令

和２２年を見据えながら、地域共生社会の実

現を目指すことになりました。 

 当市の介護保険事業は、それらを踏まえ、

令和３年度に策定された三沢市高齢者福祉計

画第８期介護保険事業計画において、生涯現

役への支援、健康寿命の延伸に向けた健康増

進と介護予防の一体的な推進、自立生活の継

続につながるサービスの充実、地域包括ケア

システムに沿った地域づくり活動、持続可能

な介護保険事業の運営、以上の五つの推進施

策を展開し、取り組んでいるところでござい

ます。 

 三沢市第８期介護保険事業計画における被

保険者数につきましては、令和６年６月末時

点で１万４６１人となっており、そのうち、

要介護認定者数につきましては、１,５８９人

となっております。 

 次に、介護サービス利用者数でございます

が、令和５年６月末時点では、１,５５１人、

うち施設サービス利用者数２８９人、居住系

サービス利用者数２１５人、在宅サービス利

用者数１,０４７人となっており、いずれも過

年度より微増傾向となっております。 

 次に、介護保険料基準額の推移でございま

すが、３年を１期としての介護保険事業計画

の下、平成２７年度から平成２９年度の第６

期が５,９６９円、平成３０年度から令和２年

度の第７期が６,７００円、令和３年度から令

和５年度までの現第８期は据置きの６,７００

円としており、県内１０市でも４番目の低さ

となっております。 

 いずれにいたしましても、計画事業値と実

績値での大きな乖離状況も確認されず、かつ

早急に取り組むべき大きな課題もなく、順調

に推移しているものと分析しております。 

 しかしながら、今後も高齢化に伴い、介護

給付費用の総額も増加していることから、給

付と負担のバランスを図りつつ、より一層持

続可能な介護保険事業の運営に努めてまいり

たいと考えております。 

 続きまして、福祉問題の介護保険制度につ

いての第２点目、来年度の介護保険料改定の

見通しについてお答えいたします。 

 介護保険料は、介護保険事業計画に基づき

算定を行っており、来年度からの介護保険料

につきましては、現在策定作業中であります

三沢市高齢者福祉計画第９期介護保険事業計

画に基づき算定されることから、介護保険料

改定の見通しにつきましては、現時点では言

及できる段階にはないことを御理解いただき

たいと思います。 

 今後におきましては、第９期介護保険事業

計画を策定する中で、国の基本指針や介護報

酬改定等にも注視しつつ、当市の実情に応じ

た介護サービスとそれらに必要な給付費等を

算定し、精査検討を重ね、介護保険事業の持

続可能となる適正な保険料設定に努めてまい

りたいと考えております。 

 続きまして、福祉問題の介護保険制度につ

いての第３点目、老人施設の電気料金等の高

騰に係る光熱費分の利用者負担等の対応につ

いてお答えをいたします。 

 当市における介護保険適用の老人施設とい

たしましては、介護老人福祉施設が３施設、

介護老人保健施設が１施設、地域密着型介護

老人福祉施設が４施設でございますが、いず

れも、国の基準で定められております利用者

が負担する定額の居住費用に光熱費が含まれ

ていることから、電気料金等の高騰による利

用者への負担の増はないものと考えておりま

す。 

 これらの老人施設とは別に、居住系サービ

ス施設として、介護保険の指定を受けている

有料老人ホーム４施設と認知症対応型グルー

プホーム６施設、計１０施設につきまして当

市で調査をした結果、グループホーム４施設

においてのみ利用者が負担する光熱費等の値

上がりを確認しております。 

 当市においては、このたびの物価高騰等の

対応について、既に住民税非課税世帯に対し
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て、価格高騰重点施策給付金の支援を、県に

おいては、介護保険事業者に対し、医療福祉

施設等物価高騰対策支援金として支援策を講

じております。さらには、以前より施設入所

者に対する補足給付費やグループホーム入居

者に対する家賃助成事業を行っていることか

ら、当市といたしましては、新たな支援等は

現時点では考えておりません。 

 しかしながら、今なお物価高騰を含めた昨

今の経済情勢は、いまだに市民の皆様の生活

を圧迫しております。そのことから、今後に

おきましても、各種物価の推移や社会情勢を

見極めつつ、その状況に応じた生活保護者や

低年金者の方々への支援策等について、引き

続き検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 先ほどの答

弁に間違いがありましたので、訂正させてい

ただきたいと思います。 

 福祉問題の介護保険制度についての第１点

目のところでございますが、第８期介護保険

事業計画における被保険者数につきまして

は、令和６年６月末時点でと申し述べました

が、令和５年６月末時点でに訂正させていた

だきたいと思います。 

○議長（堀 光雄君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） 行政問題の公共

交通デマンド型乗合タクシーについてのこれ

までの取組の経緯と目指すべき内容について

お答えさせていただきます。 

 まず初めに、これまでの取組の経緯につい

てでありますが、当市では、近年の移動ニー

ズの変化に対応し、持続可能な地域公共交通

体系を構築するため、令和４年６月に三沢市

地域公共交通計画を策定いたしました。この

計画の中で、当市公共交通の課題の一つと

なっているバスの運行頻度が少なく、利用客

も少ない北部・東部地区への対応策として、

新たな移動サービスの導入に取り組むことと

しております。 

 このことから、利用予約がある場合に運行

するデマンド型乗合タクシー事業について検

討するため、昨年度は、交通事業者であるバ

ス会社及びタクシー会社との意見交換会を１

１月と２月に開催し、そしてまた、北部地

区・東部地区それぞれにおいて、１２月と２

月に住民懇談会を開催するなど、地域課題や

利用者ニーズ等の把握に努めてまいりまし

た。 

 その上で作成したデマンド型乗合タクシー

の事業内容について、令和５年３月に国土交

通省職員、有識者、地域団体の代表者及び交

通事業者等で組織する三沢市地域公共交通会

議において審議した結果、令和５年１０月を

目標に実証運行を実施することとなりまし

た。 

 今年度に入り、実証運行事業の担い手とな

る市内タクシー事業者に対しまして、当該事

業に関するアンケート調査を６月に、個別ヒ

アリング調査を７月に実施したところ、乗り

合いの場合は、乗降場所を自宅に設定する

と、降雪量の多い時期には定時運行が難しい

との意見が出されておりました。 

 このため、７月に開催した三沢市地域公共

交通会議において、実証運行の事業内容につ

いて審議した結果、乗降場所は自宅ではな

く、待ち合わせ場所となるミーティングポイ

ントに新たに設定し直すため、新聞報道に

あったとおり、実証運行の開始時期を１２月

に延期することとなったものでございます。

現在、関係者等との調整を行っているところ

でございますが、今後、開催される三沢市地

域公共交通会議において、事業内容を最終決

定し、事業者選定した上で、１２月から実証

運行を開始する予定としております。 

 次に、目指すべき事業内容についてであり

ますが、実証運行に当たっては、利用者の利

便性やニーズを重視することはもちろん、今

後の本格運行に向けて持続可能で安定的な

サービス提供を目指す必要がございます。 

 このため、事業内容の設定に当たっては、

デマンド型で効率運行しつつ、現在のバス停

よりも乗降場所を増やし、また、利用料金は
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タクシー料金よりも安価なバス料金と同程度

となるようにタクシー事業者に補助すること

を基本としております。 

 具体的には、あらかじめ利用者から予約を

いただき、当日は御自宅近くの乗降場所であ

るミーティングポイントから乗車していただ

きます。そして、他に予約のあったミーティ

ングポイントを経由しながら、乗り合いによ

り運行し、市街地にある目的近くのミーティ

ングポイントで降車していただくものでござ

います。 

 運行予定といたしましては、月曜日から土

曜日までで、時間帯は８時台から１６時台ま

でとしており、北部地区から東部地区を経由

して市街地までの往復７便の運行としており

ます。なお、北部・東部地区のバス運行につ

きましては、乗合タクシーが運行する時間帯

は廃止となりますが、それ以外の時間帯及び

日曜日、それから祝日は従来どおりの運行と

しております。 

 料金につきましては、最大で北部地区から

５００円、東部地区からは３００円としてお

ります。ただし、他に乗車する方がおらず、

お一人での御利用となった場合は、北部地区

からは１,０００円、東部地区からは６００円

となります。 

 現時点では、このような事業内容を予定し

ておりますが、先ほども御説明したとおり、

今後開催される三沢市地域公共交通会議にお

いて事業内容の詳細を審議し、最終決定する

こととしております。 

 いずれにいたしましても、利用者の利便性

やニーズを注視しつつ、持続可能で安定的な

デマンド型乗合タクシー事業の確立に向け、

実証運行の状況を検証し、本格運行につなげ

てまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。 

 それでは、質問順に再質問をさせていただ

きたいと思います。 

 まず、地域公共交通デマンド型乗合タク

シーの御答弁に対しての再質問をさせていた

だきたいと思います。 

 今のお話を具体的に聞かせていただいて、

北部・東部地区の方々が大変期待されている

のではないかなと思いました。ぜひ、前向き

によりよいデマンド型乗合タクシーの運行に

努めていただければと思います。 

 そこで、１２月に実証運行ということだっ

たのですけれども、例えば、実際にやってみ

て、実証してみて、いろいろ困難が生じた場

合、これは中止するのか、これは本格的に間

違いなくこのデマンド型乗合タクシー事業を

必ずやると、間違いなくやると決定というふ

うに判断していいのか。 

 それと、開始するとすれば、これは今、実

証ですから、状況を見てということだと思う

のですけれども、本格運行の実施予定という

のはいつ頃になるのか、いつ頃を目指してい

るのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

○議長（堀 光雄君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） それでは、再質

問にお答えしたいと思います。 

 実証運行を行う中で、利用者とか困難なこ

とが生じた場合、あるいは、利用者が低迷し

た場合というようなことだと思うのですけれ

ども、それは運行を取りやめるのか、そして

また、本格運行の実施時期はいつ頃なのかと

いうような御質問にお答えしたいと思いま

す。 

 まず、実証運行につきましては、先ほど申

し上げましたとおりデマンド型ですので、予

約をする手間は当然出てくるのですけれど

も、バス停よりも乗降場所を増やすというよ

うなことで、それなりの一定数の利用客がい

るものと想定しております。 

 ただ、やってみないと分からない部分もあ

りますけれども、その利用者が低迷した場合

であっても、バスに替わる移動手段となりま

すので、実証運行はそのまま継続する予定と

しております。 

 それから、本格運行の実施時期ということ
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でございましたけれども、実証運行で様々な

課題等が出てくると思いますので、それも

しっかりと検証した上で、関係者各位のコン

センサスを取りながら、できれば来年、令和

６年１０月から本格運行を目指したいと考え

てございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。ぜひ、きめ細かな対応をお願

いしたいと思います。 

 そこで、再々質問なのですけれども、今、

一番問題になっている近年のバスの運転手、

タクシードライバーの人手不足というのが大

変深刻になっています。これは、今回、デマ

ンド型乗合タクシーをやるに当たっても、タ

クシー事業者の方が今の現時点で自分のとこ

ろで手一杯だということで、手を挙げられな

いという事態になっては大変なことになるわ

けですよね。そういった中で、今、国土交通

省が２０２２年３月に高齢者の移動手段を確

保するための制度・事業モデルを紹介してい

ます。自家用有償旅客運送ということ、許

可・登録を要しない輸送、こういう仕組みを

紹介しています。 

 内容を平たく言いますと、バスやタクシー

の運転手不足を理由に、減便や路線廃止が生

じ始めていることから、それを補うための新

たな移動手段の確保を進めるということにな

ります。例えば、市町村やＮＰＯ法人、社会

福祉法人、町内会など住民団体が運営主体に

なるということができるというようなことの

モデルケースですね。こういったことが、国

土交通省からも将来を見据えて検討してほし

いということで上がっています。これについ

て、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（堀 光雄君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） 再々質問にお答

えいたします。 

 議員からお話のあった、市町村とかＮＰＯ

法人等が交通機関を利用することが困難な利

用者に対して、新たな送迎とかをする事業と

いうようなことだと思うのですけれども、そ

の辺についての再質問にお答えしたいと思い

ます。 

 まず、市街地にとらわれず、移動手段の確

保というのは、非常に重要なことだと思って

おります。とりわけ、市街地について、人口

密集地というところもあるのですけれども、

現在は、その公共交通機関、公共施設とか、

あるいは商業施設等があるので、コミュニ

ティバスで多頻度運行で対応しておりますけ

れども、今後は、こういったＮＰＯですと

か、あるいは、市町村が担う役割というのが

出てくるかもしれません。こういった新たな

移動手段の確保というのは、検討する必要が

あると思います。 

 いずれにいたしましても、今回、１２月に

開始する実証運行をまずは実施してみて、い

ろいろな課題が出てくると思いますので、そ

れを検討しつつも、新たな移動手段というこ

とも検討してまいりたいというように考えて

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。ぜひ、前向きに、やはり、ど

れほど乗合タクシーを運行したくても、タク

シー事業者の方ができないとなると、できな

くなってしまうので、その辺も含めて将来を

見据えて、この国土交通省の紹介のモデル事

業を検討していただければと思います。 

 次に、介護保険制度、福祉問題について再

質問させていただきたいと思います。 

 やはり、今、人口減少の中ですけれども、

高齢者の割合が増加していくわけですよね。

そういった中で、介護サービスを利用する

方々が増えていくということが想定されてい

るわけなのですけれども、先ほど答弁の中に

ありました、当市の取組として生涯現役への

支援、健康寿命の延伸に向けた健康増進と、

そのための介護予防の取組、これは重要だと

思います。担当課のほうで一生懸命対応され

ているということは、私もよく分かっている
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のですけれども、それが功を奏して、今、給

付も微増になっている、抑えられているのか

なと思っているのです。 

 ですから、高齢者の皆さんが病気になりた

い人はいないわけですから、皆さんが健康で

生き生きと元気に暮らせるこの健康づくり、

地域環境づくりに、ぜひ力を入れていただき

たいと思います。誰もが安心して老後を過ご

せるようなまちづくりを目指していただきた

いというふうに思います。 

 この問題についての課題、現状の課題につ

いての再質問はございません。 

 次に、介護保険制度の保険料のことについ

ての再質問なのですけれども、やはり、第９

期、来年度からの介護保険料の見通しという

のは、国の基本指針と介護報酬の改定がまだ

決まっていないので、現時点では、来年度の

保険料が算定できないという状況にあるとい

うことだと思うのです。 

 今、国の審議会で介護診療報酬の引上げが

検討されているというふうに言われていま

す。そういった中で、介護給付が増えるとい

うことになれば、保険料の引上げにつながっ

てしまいます。そういう部分で、やはり、基

金を活用したり、一般会計からの繰入れを検

討して、本当に三沢市としても、高齢者の方

は、今、物価高騰、そして年金は実質引き下

げられているのです。ですから、そういう中

で、介護保険料は容赦なく通帳から年金から

天引きされる、大体年間年金額が８０万円

で、大体年間５万円の介護保険料が引かれる

わけですよね。本当に負担が大きいというふ

うに言われています。ぜひとも、こういった

ところで払えない、こういうふうな方々も出

てきているのですけれども、そういった方々

に対して、減免制度を実施している自治体も

あるのですけれども、これについてはどのよ

うにお考えでしょうか。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 再質問にお

答えいたします。 

 低所得者に対する介護保険料の減免という

ことだと思うのですけれども、まず、今現

在、当市の減免制度といたしましては、災害

により損害を受けた場合とか、あとは失業と

か疾病によって著しく収入が減少したと、そ

ういった場合に生計が困難であると認められ

る場合には、条例に基づきまして、今現在、

減免を行っているところであります。 

 また、当市といたしましては、介護保険料

の所得段階を国が定めております９段階より

さらに細分化しまして、１４段階にしまし

て、低所得者の負担軽減に努めているところ

であります。 

 また、平成２７年の４月から三沢市独自に

低所得者の介護保険料の軽減を行っておりま

して、当市における１４段階の所得段階の被

保険者のうち、１段階から３段階までの低所

得者の保険料をその段階に応じて減額してい

る状況です。 

 今年度の実績といたしましては、計３,４０

２名の方におよそ４,９００万円の減免措置を

しております。 

 しかしながら、この昨今の光熱水費の高止

まりとか、物価高騰等によりまして、生活困

窮者のこういった介護保険料の負担というの

が、かなり生活に重くのしかかっていると感

じております。 

 今後も、先ほど議員がおっしゃった生活困

窮減免等につきまして、他の自治体とかの事

例を研究しながら、検討してまいりたいと考

えております。 

 以上です。 

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。いろいろ低所得者、低年金の

方々、困窮者の方々に対する国の支援という

のはあるのですけれども、それでも、なおか

つ、やはり無年金でも介護保険料を払わなけ

ればならないというふうになっていて、やは

り、こういう援助や支援があっても、払えな

い人たちがいるということで、やはり、その

辺に対しては、しっかりと対応を取っていた

だきたいというふうに思います。 
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 次に移ります。介護保険制度の３点目で

す。これは、光熱費なのですけれども、グ

ループホームの方、施設がお願いしていると

いうことだったのですけれども、今、国が３

万円支給していますし、あと、県がその各介

護保険事業者に対して、２０万円の支給とい

う事業もあることは知っているのですけれど

も、それでも、これだけ送迎にもガソリンを

使うわけですし、本当に施設の方々は、ずっ

とエアコンもつけっぱなしになっていると思

うのです。そういった中での光熱費は、本当

にかなりの固定費がかかっているのではない

かなということが想定されます。それで、実

態として、グループホームの光熱費が居住費

に含まれているということで、その光熱費の

請求をしていない施設、この実態ですね、こ

れだけガソリン代が高騰している、光熱費が

高騰している、利用料に転嫁できない施設、

こういったところの運営状況というのをしっ

かりつかむ必要があると思うのです。今、物

価高騰、エネルギー価格高騰対策というのを

しっかり国も県も市も取るわけですから、そ

の辺について実態調査ですね、今、どういう

状況に置かれているのか、その辺を調査する

必要があると、つかむ必要があると思うので

すが、いかがでしょうか。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 再質問にお

答えいたします。事業者に対する光熱費等の

値上げに関する今の現況というか、現況調査

についてという再質問にお答えいたします。 

 御質問の光熱費等の値上げをした４施設に

つきましては、先ほど答弁いたしましたグ

ループホームということで、利用者から光熱

費を別に頂いている施設でありまして、今、

この燃料費の高騰で光熱費などの高騰した分

を施設側が負担できなくなったと。それで、

運営状況が以前より厳しくなったというの

が、理由と推察されます。 

 そのことからも、施設運営の現状につきま

して、各施設につきまして、聞き取り調査を

行って、今後、これからの物価高騰対策等に

つなげていきたいと考えております。 

 また、利用者が、こういった燃料費の高騰

とか、物価高騰等により、今まで住んできた

施設に生活ができなくなるといった不測の事

態を防ぐためにも、今後におきましても、そ

の利用者の訪問や相談というところで、いわ

ゆるアウトリーチといったところをしっかり

行いながら、必要なサービスや支援につなげ

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） 大変心温かい御答

弁ありがとうございました。ぜひ、実態調査

を取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、子育て支援の子供の居場所づくりに

ついて再質問させていただきたいと思うので

すけれども、今、答弁の中にありました子供

の居場所づくりということに関しては、児童

館が主、児童クラブとか、小学生中心だと思

うのですけれども。やはり今、こども家庭庁

も進めているアンケートの調査でも、やは

り、中学生・高校生以上の若者が居場所が欲

しい、こういう回答が多かったというふうに

されております。 

 まず、その居場所づくりについては、当市

としても、今後、調査し、研究しながら、進

めていきたいということだったのですが、そ

れを行っているのはボランティア団体、ＮＰ

Ｏ、社会福祉法人、こういった団体に委託す

ることに、今現在もいろいろ、フードバンク

だとか、困窮者の子供の対応だとか、子ども

食堂とか、様々対応をされているのですけれ

ども、それを担っているのが、ボランティア

団体、ＮＰＯ、社会福祉法人などの団体なの

ですが、これは民間任せにするのではなく

て、自治体として関係団体の育成、そしてま

た、活動費、運営費の財政的な援助というの

が、やはり欠かせないと思います。その関係

団体との関わり方について、市の取組を教え

ていただければと、お考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（堀 光雄君） 奥本議員に申し上げ
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ます。 

 持ち時間終了５分前です。 

○９番（奥本菜保巳君） はい、ありがとう

ございます。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 再質問にお

答えいたします。民間等の居場所づくりの活

動に対する市の支援ということの再質問だと

思います。 

 まず、この居場所づくりというものは、単

なる場所だけではなくて、悩みやいろいろな

相談相手になってくれる人がいること。一緒

に学んだり、学びをサポートしてくれるとい

うのが、思春期で様々な悩みを抱えた中高生

には大切な要素だと考えております。 

 当市におきましては、先ほど答弁で申し上

げました社会福祉法人以外にも、１日食堂や

地域食堂を実施している民間団体などもあり

ますので、市といたしましては、今後、青少

年の育成とか、子供の居場所づくりに関する

市内の民間団体とか、庁内の関係部署などか

ら意見を聞きながら、運営の継続性とかとい

う観点も含めまして、市としてどのような協

力や支援ができるかというのを検討してまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。 

○９番（奥本菜保巳君） あと１分しかない

のですね、御答弁ありがとうございました。 

 最後に子育て支援の昼食支援についてなの

ですけれども、これは、御答弁にありました

就学援助を受けている要保護・準要保護の生

徒だけではなくて、やはり、あらゆる家庭の

子供に対しての昼食というのは、支援は必要

なのかなというふうに私も感じました。これ

は、先進地の状況もあるのですけれども、給

食と同じような感覚でお弁当、学校給食と同

じような形で提供しているということなので

すけれども、最後に１点だけ気になっている

のが、やはり、昼食支給事業を実施するとい

うことになった場合には、要保護・準要保護

の児童生徒に関しては、今現在、学校給食を

無償で提供しています。ですので、こういう

事業を実施するに対しても、やはり無償にす

るべきだというふうに思っているのですが、

それについていかがですか。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 再質問にお

答えいたします。 

 就学援助制度を利用する子供のお弁当の減

免という再質問だと思うのですけれども、先

ほど、調査研究していくということで、仮

に、このお弁当とかを実施することが可能と

なった場合には、昼食代の徴収や減免の在り

方につきましても、就学援助制度や児童館の

利用料減免規定等との整合性を併せまして、

他の自治体の事例も併せて検討していきたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（堀 光雄君） 以上で、奥本菜保巳

議員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 春日洋子議員の登壇を願います。 

 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） １４番、公明党の

春日洋子でございます。通告の順に従い、質

問してまいります。 

 初めに、行政問題の１点目、犯罪被害者等

支援条例の制定についてお伺いします。 

 犯罪被害者等支援条例は、心身ともに大き

な傷を負う被害者と、その家族や御遺族の権

利を保護し、二次的被害を防ぐために、自治

体の責務や支援体制を明確にしたものです。 

 基本的施策としては、新たな居住地や就労

先の確保、訴訟費用の一部補助、生活の早期

安定に向けた経済的支援策をはじめ、遺族、

重病人への見舞金や転居費用の助成金、家賃

補助を支給するなどが挙げられます。 

 犯罪被害に遭うと、被害により直接的に受

けた傷だけではなく、心身の不調、不眠、気

分の落ち込み、不安、捜査・裁判等に伴う

様々な問題、周囲の言動等による傷つき、加

害者からのさらなる被害、生活上の問題、仕

事でミスをしやすくなる、通院や裁判等の休
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暇に職場の理解を得られないなど、様々な問

題に直面することになるといわれます。 

 また、さらに、犯罪被害者等は、生命、身

体、財産などに対する直接の被害だけでな

く、その後に発生する二次的被害や再被害に

苦しめられることが少なくなく、直接的な被

害に遭った後に受ける精神的な苦痛、心身の

不調、経済的な損失など、その他の被害を指

す二次的被害や犯罪被害者等が同じ加害者か

ら再び被害を受ける再被害は、深刻な問題で

あり、被害からの早期回復の妨げになると言

われています。 

 このような背景から、犯罪に巻き込まれ、

心身に深い傷を負い、様々な困難に直面する

被害者や御家族に対し、当事者目線に立って

寄り添った支援を行うことが重要であり、市

民に最も身近な本市においても、犯罪被害者

等支援条例を制定すべきと考えます。制定に

向けて、本市の御見解をお伺いします。 

 次に、２点目の自転車の安全走行について

お伺いします。 

 本年４月から改正道路交通法の施行によ

り、自転車に乗る際のヘルメット着用が年齢

を問わず、努力義務となりました。現行法で

は、ヘルメット着用の努力義務は、１３歳未

満の子供が対象でしたが、これを全ての自転

車利用者に拡大されました。努力義務である

ため、着用するかどうかは、利用者の意思に

委ねられ、着用しなくても違反とはなりませ

んが、事故の際に命を守る手段として、ヘル

メットは重要な役割を果たします。 

 実際、自転車の死亡事故のうち、最も多い

のが、頭部へのダメージが主因となったケー

スです。また、ヘルメット着用時の致死率

は、未着用時と比べて半分以下という警察庁

の分析もあります。転倒や衝突といった危険

が付きまとう自転車を利用する際、ヘルメッ

トがリスクを低減させるのに有効であること

は明らかです。 

 警察庁によると、本年１月から３月のヘル

メット着用率は９％台で推移していました

が、４月には１３.５％、６月には１５.６％

に上昇しています。着用率の伸びが最も高

かったのは、小学生で３１.５％。長年着用率

が低かった高齢者も６.６％となりました。努

力義務前から着用率が最も高い中学生は４３.

１％、高校生は９.６％となっています。全国

的に着用率は、少しずつ上昇していますが、

まだまだ啓発活動を行っていく必要がありま

す。 

 そこで、着用率アップに向けた本市の取組

をお伺いします。 

 次に、３点目のヤングケアラーへの支援体

制の強化についてお伺いします。 

 本来は、大人が担うような家事や家族の世

話、介護などに日常的に関わる子供、ヤング

ケアラーへの支援が各地に広がっています。

ヤングケアラーについて、国は、２０２２年

度から①早期発見・把握、②支援策の推進、

③社会的認知度の向上の３本柱からなる支援

策を進めており、２０２４年度までの３年間

を集中取組期間と定め、自治体の取組を後押

ししています。 

 事例を紹介しますと、兵庫県では、２０２

２年２月にケアラー・ヤングケアラー支援推

進方策を策定し、幅広い取組を実施していま

す。中でも、特徴的なのが、配食支援モデル

事業であり、週１回ヤングケアラーのいる家

庭にお弁当を無料で届け、信頼関係を積み重

ねる中で、より踏み込んだ支援につなげるこ

とを狙いとし、原則３か月利用できます。 

 また、２０２１年度からヤングケアラーの

支援を展開している埼玉県では、学校現場で

の認知度向上へ、県内に在学する小学４年生

から高校３年生までの全児童生徒と教職員に

リーフレットを配布し、県の調査では、２割

未満だったヤングケアラーの認知度が８割を

超えたといいます。さらに、２０２２年９月

には、国の制度を活用して、ＬＩＮＥ公式ア

カウント、埼玉県ヤングケアラーチャンネル

を開設、元ヤングケアラーの先輩がＬＩＮＥ

で親身に相談に乗ってくれるほか、体験談も

紹介しています。 

 ほとんど知られていなかったヤングケア
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ラーという言葉の認知度が一気に上がり、相

談先が明確になり始めたことは、大きな進歩

ですが、一方で、取組には、かなり地域差が

あり、どの地域でも必要な支援が受けられる

よう底上げを図る必要があるとも言われてい

ます。当事者に必要な支援が十分届くように

なるまで、息の長い取組が求められていま

す。 

 そこで、本市におけるヤングケアラーの現

状と支援体制についてお伺いいたします。 

 次に、４点目の保育の重大事故防止につい

てお伺いします。 

 政府は、８月１日、２０２２年に全国の保

育所や幼稚園などで起きた死亡・負傷を含む

重大事故が２,４６１件だったと公表しまし

た。前年より１１４件も増加しており、対策

が急務です。本年３月に政府は、重大事故の

一歩手前のヒヤリハットをまとめた事例集を

作成しました。 

 ヒヤリハットとは、１件の重大事故の裏に

は、２９件の軽微な事故、３００件のヒヤ

リ、ハットするような無傷害の事故が隠れて

いるとするハインリッヒの法則に基づく言葉

です。保育現場での重大事故は、２０１５年

から国への報告が義務付けられていますが、

大事に至らなかったものの、重大事故の予兆

とも言えるヒヤリハットについては、報告が

求められておらず、実態が把握されていませ

んでした。 

 しかし、昨年９月に静岡県の認定こども園

の送迎バスで３歳児が置き去りにされ、熱中

症で亡くなる痛ましい事故が発生しました。

一昨年にも、福岡県で同様の事件が起きたの

に、教訓が生かされなかったことから、政府

は、初のヒヤリハット事例集を作成しまし

た。 

 事例集は、従来から重大事故が多いとされ

る食事中、睡眠中、水遊び中は何度も注意が

喚起されてきたことを踏まえ、今回は、送迎

バス置き去り事件のような子供の所在や行動

を把握できなかった事例を中心に１００件収

集し、主に過去５年間の事例を保育園や幼稚

園の関連団体などから聴取されたものです。 

 こども家庭庁は、保育所や幼稚園などの職

員への研修で活用し、事例集に基づくヒヤリ

ハットの共有、具体的な改善策の検討などに

生かしていくよう促すとしており、本市にお

いても、具体的な改善策の検討などに生かし

ていくべきと考えますことから、御見解をお

伺いします。 

 最後に、教育問題の本市における子供の読

書活動の推進についてお伺いします。 

 新聞報道によると公立小中学校の学校図書

館の充実に向け、国が２０２１年度、図書購

入費として、２２０億円の地方交付税交付金

を措置したにも関わらず、全国の自治体で図

書購入に使われたのは、５７％の１２６億円

に止まることが文部科学省の調査で分かりま

した。交付金をどう使うかは、自治体の判断

ですが、財政難などを理由に他の目的に回さ

れているとみられ、交付税額に占める使用割

合は、７年連続で減少していたことは憂慮す

べき問題です。 

 さらに、国は、学校図書館を計画的に整備

するため、令和４年度から８年度までの第６

次学校図書館図書整備等５か年計画に基づ

き、学校図書館図書標準の達成、図書の更

新、新聞の複数紙配備、学校司書の配置拡充

を進めるとしています。 

 学校図書館は、子供たちが最も身近で本と

の出会いをつくることができる場所であり、

学校図書館が充実し、その役割を果たすこと

で、読書好きの子供を増やし、確かな学力や

豊かな人間性を育みます。 

 さらには、思考力、判断力、表現力を育む

ことなどが期待されており、環境充実の一つ

の要素が蔵書数です。文部科学省は、公立小

中学校の学校図書館に整備すべき蔵書数の標

準を学校の学級数に基づき算定される学校図

書館図書標準として定めています。 

 そこで、１点目として、本市の学校図書館

図書標準の達成率は何％であるか。併せて、

廃棄と更新をどのように進めておられるのか

お伺いします。 
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 次に、２点目として、選挙権年齢の１８歳

以上への引下げや成年年齢の１８歳への引下

げに伴い、児童生徒が主体的に主権者として

必要な資質、能力を身につけることの重要性

に鑑み、発達段階に応じた学校図書館への新

聞の複数紙配備を図るとしていることから、

本市の小中学校における新聞配備と活用状況

はどのようになされているのかお伺いしま

す。 

 子供たちが、読書に親しむためには、読書

に対する興味・関心を引き起こす、読書がで

きる力をしっかり育んでいく、習慣化を図っ

ていくことが重要であり、学校図書館の充実

には、蔵書の整備とともに、学校司書等の人

材の配置が非常に重要になってきます。学校

図書館の日常の運営・管理や学校図書館を活

用した教育活動の支援等を行う専門的な知

識・技能を持った学校司書のさらなる配置拡

充を図るべきと考えます。 

 そこで、３点目として、本市において、学

校司書の配置拡充については、今後どのよう

に進めていくのかをお伺いします。 

 以上で、私の質問を終わります。御答弁を

よろしくお願いいたします。 

○議長（堀 光雄君） ただいまの春日洋子

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの春日議

員御質問の行政問題の第１点目、犯罪被害者

等支援条例の制定については私から、そのほ

かにつきましては、教育長並びに担当部長か

らお答えをさせますので、御了承願いたいと

存じます。 

 犯罪被害に遭われた方へ社会の理解・支援

を目的とし、犯罪被害者等基本法が制定され

たことにより、国の責務として犯罪被害者の

ための施策を総合的に策定し、実施するこ

と、地方公共団体の責務として、地域の状況

に応じた施策を策定し、実施することが明文

化されております。 

 このことから、当市では、生活安全課に犯

罪被害者等相談窓口を設置し、被害者からの

相談や支援に関する問合せ等に対応してま

いったところであります。また、県内自治体

におきましては、弘前市、むつ市、平川市な

どで犯罪被害者等支援条例を既に制定してい

る状況であります。 

 当市といたしましても、被害者が自立する

課程において、話をよく聞き、寄り添い、支

援することが被害者の早期自立につながるも

のと認識しており、御質問の犯罪被害者等支

援条例につきましては、制定に向けて前向き

に調査研究してまいりたいと考えておりま

す。 

 今後におきましても、三沢警察署や関係団

体と連携しながら、被害者へ十分配慮し、取

り残すことなく、誰もが安心して暮らせる地

域づくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 私からは、以上であります。 

○議長（堀 光雄君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 行政問題の

第２点目、自転車の安全走行についてお答え

いたします。 

 令和５年４月から道路交通法が改正され、

自転車に乗る際のヘルメットの着用が努力義

務化されたところであります。警察庁の調査

によると、自転車に乗車中で、交通事故によ

り亡くなられた方の半数以上が頭部に致命傷

を負っていたとのことから、当市といたしま

しても、ヘルメットの重要性は大変高いもの

であり、自分自身の命は自分で守る観点から

も、ヘルメットの着用率の向上が重要な課題

であると認識しております。 

 しかしながら、全国的にも、ヘルメットの

着用率は伸び悩んでいるのが、現状でありま

す。 

 この現状を踏まえ、当市では、ヘルメット

着用率向上のため、マックテレビでの動画放

送を行っているほか、自転車防犯対策啓発活

動や交通安全街頭活動において、ヘルメット

の着用を呼びかけるリーフレットを配布する

など、周知に努めてまいったところでありま

す。 
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 御質問の自転車の安全走行につきまして

は、今後、さらに市ホームページでの周知や

防犯パトロール車でヘルメットの着用を呼び

かけるなど、三沢警察署や関係団体と連携し

ながら、ヘルメット着用率の向上に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 行政問題の

第３点目、ヤングケアラーへの支援体制の強

化についてお答えいたします。 

 ヤングケアラーとは、本来、大人が担うと

想定されているような家事や家族の世話など

を日常的に行っている子供のことで、責任や

負担の重さにより、学業や友人関係などに影

響が出てしまうこともあります。また、家庭

内の状況は問題が表面化しにくく、家族が抱

える問題や課題が複雑で、複合化しやすいと

いう現状があります。 

 このようなことから、身近にいる大人がヤ

ングケアラーを早期に発見し、必要な支援に

つなぐことが子供の将来にとって重要であり

ます。 

 当市の取組の現状といたしましては、令和

２年度に教育委員会において、市内小中学生

を対象に、ヤングケアラーの実態調査を実施

し、令和３年度と令和４年度には、三沢市豊

かな心を育てる生徒指導研究推進協議会にお

いて、教職員に対し、ヤングケアラーの概念

についての周知・啓発を行っております。 

 また、国が定めた３年間のヤングケアラー

認知度向上のための集中取組期間の初年度で

ある令和４年度には、市内保育施設・こども

園・幼稚園・小中学校・医療機関等へ普及啓

発のためのポスター及びリーフレットの配布

を行い、地域におけるヤングケアラーへの理

解と支援の促進を図ったところであります。 

 次に、ヤングケアラーへの支援体制といた

しましては、学校や地域の中で様々な課題を

抱え、支援が必要な子供を早期に発見するた

めに、日頃から学校、教育委員会、福祉担当

部局等関係機関の連携を密にし、各機関での

相談対応と必要なサービスにつなぐ等の対応

に努めております。 

 また、要保護児童対策地域協議会の実務者

会議を毎月１回開催し、子育て支援課、健康

推進課、児童相談所、学校、教育委員会、警

察等の子供に関わる関係機関で支援や見守り

が必要な子供の情報を共有し、子ども家庭相

談として連携をしながら支援を行っておりま

す。 

 さらには、教育と福祉の効果的な連携を図

る学校等訪問事業においては、教育と福祉が

相互に協力し、子供の健全な生活環境を確保

していくことを目的とし、子育て支援課、健

康推進課、教育委員会が各学校等を訪問し、

児童虐待の疑いや育成の課題を抱える子供に

ついての情報交換を行っているところであり

ます。 

 今後における支援体制の充実・強化につき

ましては、青森県において、県内に在住する

１８歳未満のヤングケアラーや保護者等が抱

える悩みや問題等について、気軽に相談でき

るようにするための窓口として、ＳＮＳによ

る相談窓口を開設する予定となっておりま

す。 

 このため、当市といたしましては、市の各

種広報媒体を通じて、ヤングケアラーに関す

るさらなる理解促進と、県や市をはじめ各団

体が運営する各種相談窓口の周知に努めると

ともに、引き続き、要保護児童対策地域協議

会等における地域のネットワークを活用しな

がら、ヤングケアラーの早期発見と適切な支

援につなげるための体制づくりに努めてまい

りたいと考えております。 

 続きまして、行政問題の第４点目、保育の

重大事故防止についてお答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、教育、保育施設等に

おける子供の死亡を含む重大事故は決して

あってはならないものの、残念ながら、毎年

全国で発生しているのが現状であります。 

 このため、国では平成２８年３月に教育・

保育施設等における事故防止及び事故発生時

の対応のためのガイドラインを作成し、教
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育・保育施設等において、重大事故が発生し

やすい場面について、十分な事前教育の実施

や日常的な点検、組織的な取組等の事故の発

生防止のための取組を示しております。 

 また、全国的に重大な事故が発生した際や

季節柄、事故等のリスクが高まる時期にはそ

の都度、国や県から注意喚起の通知や事務連

絡があり、それを受け、市では市内各施設へ

個別事案の取扱いに加え、ガイドラインの再

確認についても周知しております。 

 このような中で、昨年、静岡県牧ノ原市の

認定こども園で発生した送迎バスでの園児置

き去りによる死亡事故を受け、国では幼児等

の所在確認と送迎バスへの安全装置の装備の

義務付けを含む緊急対策を昨年１０月に取り

まとめ、本年４月１日から保育所等における

送迎バスへの安全装置の装備が義務付けられ

たところです。 

 市内施設のうち、送迎バスを所有している

のは、認定こども園で１施設、幼稚園で３施

設となっており、その施設の全ての車両にお

いて安全装置の設置を完了しております。 

 御質問の教育・保育施設等におけるヒヤリ

ハット事例集につきましては、教育・保育施

設等における命の危険につながりかねないよ

うな事例の収集や共有の方法などに関する調

査研究を目的に、国が本年３月に作成したも

のであり、特に今回の事例集では、送迎バス

での置き去りによる死亡事故が相次いで発生

したことを踏まえ、子供の所在や行動を把握

できなかった事例を中心に取りまとめたもの

となっております。この事例集につきまして

も、他のガイドラインと同様に、国から県を

通じて各市町村に通知があり、当市では市内

の各保育所や認定こども園へ共有を図り、重

大事故防止に対する一層の注意喚起を図った

ところであります。 

 市といたしましては、このようなヒヤリ

ハットの事例が共有されることは、職員の責

任追及のためではなく、重大事故の発生防止

のほか、職員が安心して保育に当たることが

でき、ひいては、子供が安心して遊べるため

に必要な取組であると考えております。 

 このため、当市といたしましては、本事例

集を参考に市内の保育所や認定こども園が、

それぞれの施設内におけるヒヤリハットの自

主的な報告と共有に取り組み、職員の意識を

高めることや市内の保育団体が自主的な取組

として安全管理研修等の場で活用するような

促しを行い、重大事故発生の防止に努めてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） 教育問題の第１点

目、当市の学校図書館図書標準の達成率及び

廃棄と更新をどのように進めているのかにつ

いてお答えいたします。 

 文部科学省が定めている学校図書館図書標

準では、学校の規模、学級数により学校図書

館に整備する図書の目標冊数を定めており、

当市の小中学校は、１０万４,０８０冊となっ

ております。令和４年度末現在、当市の小中

学校で整備された蔵書冊数は１１万３,８５７

冊であり、充足率は小学校で１０７.８％、中

学校では１１１.４％であります。 

 御質問の学校図書館図書標準の達成率は、

充足率が１００％以上の学校が全体に占める

割合を示すもので、当市では、小学校１校を

除く１１校が図書標準を達成しており、小学

校では８５.７％、中学校では１００％、小中

学校全体では９１.７％となっております。 

 次に、廃棄と更新をどのように進めている

のかについてお答えいたします。 

 廃棄図書につきましては、国が定めている

学校図書館図書廃棄基準に基づき、校長、図

書担当教諭、学校司書により選定され、破

損・汚損による修理不能な本や百科辞典・専

門辞典など刊行から経年し、内容が現状にふ

さわしくないものなどから順に廃棄しており

ます。また、更新図書につきましては、各学

校の現状を把握した上で、児童生徒が探求的

な学びの題材を探し出し、図書を通じて楽し

みながら学びを深められるよう図書担当教諭

と学校司書がともに選定し、随時更新を図っ
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ております。 

 教育委員会といたしましては、引き続き、

学校図書の充実を図り、学校の教育課程に寄

与するとともに、児童生徒の健全な教養を育

成することができるよう学校図書館の適切な

管理に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、教育問題の第２点目、小中学校にお

ける新聞配備と活用状況についてお答えいた

します。 

 当市における新聞配備の状況ですが、市内

全ての小中学校に対し、平成２９年度から教

育委員会が購読料を補助する形で各校が希望

する新聞を配備しております。種類といたし

ましては、全国紙や地方紙、週刊の小中学生

用新聞を各学級に１から２部ずつ、さらに、

学校によっては掲示用を配備しております。 

 次に、活用状況ですが、小学校では、国語

の授業において計画的に好きな記事を取り上

げさせ、感想や意見文を書く練習、文章表現

の指導や語彙を広げる学習等に活用しており

ます。また、総合的な学習の時間の授業にお

いて、決められたテーマに関する記事を基に

課題を設定したり、調べ学習をする際に活用

したりしております。授業以外にも、スピー

チ等の題材探し等に活用している学校もあり

ます。 

 中学校では、社会科の授業において、各社

の新聞を持ち寄り、自分の気になった記事に

ついて意見交流する際に活用したり、道徳科

の授業において、記事の内容を基に思いやり

や助け合いの心を持つことの大切さに気づか

せることに活用したりしている学校がありま

す。また、新聞閲覧棚を設置し、生徒が休み

時間など自由に読むことができるようにして

いる学校もあります。 

 このように小中学校とも実情に合わせて、

積極的に新聞が活用されており、各校からは

活字離れと言われる現代の子供たちにとっ

て、興味を持って活字に触れる良い機会であ

るとか、新聞を読む習慣や環境づくりに欠か

せないものになっているとの感想が寄せられ

ております。 

 続きまして、教育問題の第３点目、学校司

書の配置充実についてお答えいたします。 

 当市は、平成３０年度から学校司書を２名

配置し、令和２年度からは３名に拡充してお

ります。学校司書は県内１０市中、当市を含

む３市で配置されており、人数では当市が２

番目となっております。また、学校司書一人

当たりの担当校数は４校であり、少なくとも

週一日は市内全小中学校に配備することがで

きております。 

 学校司書が蔵書及び図書貸出しのデータ管

理、推薦本の紹介、インデックス等を用いた

蔵書管理などの業務を行うことで、学校図書

館の環境が年々整備され、その結果、当市の

児童生徒一人当たりの学校司書貸出冊数は、

平成３０年度と比較し、小中学校ともに増加

しております。 

 今後は、学校司書及び教職員との情報交換

を行うなど、連携をより密にし、読書活動の

推進に努めるとともに、さらなる拡充に向け

た調査・検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） 御答弁ありがとう

ございました。それでは、再質問でございま

すけれども、質問順にさせていただきます。 

 初めに、行政問題の１点目、犯罪被害者等

支援条例の制定について再質問いたします。 

 市長より条例制定に向けて前向きに調査研

究してまいりたいとの明快な答弁をいただき

ました。三沢市においても、この犯罪被害者

等支援条例の制定については、早速乗り出し

てくださるというものというふうに受け止め

ました。市長の答弁でもございましたとお

り、県内では弘前市、むつ市、平川市が既に

制定されているところではありますが、現

在、八戸市、十和田市においても制定に向け

て進行中であるとの情報を得ております。青

森県は、令和元年１２月１３日に施行されて

おりますけれども、この制定に向けて今後調

査研究をしていっていただくには、一定期間
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を要するということは承知しているところで

はありますけれども、今後、調査研究を進め

る中で、三沢市におきましては、この犯罪被

害者等支援条例の制定時期、これをいつ頃と

想定していくのか。また、具体には、調査研

究はどのようなものが想定されるのか。現時

点での御認識をお伺いさせていただきます。 

○議長（堀 光雄君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 再質問にお

答えいたします。 

 既に、被害者等支援条例を制定いたしまし

た県内自治体につきましては、情報収集と各

条例の条項の分析に着手しております。ま

た、お話のありました八戸市や十和田市など

周辺自治体において制定に向けた動きがござ

いますので、今後、さらにその情報を収集

し、より多くの事例の中から当市にとって有

効な事例の絞り込みをしてまいりたいと考え

ております。 

 時期につきましては、まだ内部での調整も

終わっておりませんので、まだ明確に答弁す

ることはできませんので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（堀 光雄君） 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。ぜひ、今後、あらゆる手立てをしま

して、制定に向けて御努力をお願いしたいと

思います。ありがとうございます。 

 次に、２点目の自転車の安全走行について

再質問させていただきます。 

 警察庁の調査によりますと、自転車乗車中

の交通事故で死亡した方の６割が頭部に致命

傷を負っているということが分かっておりま

す。自身の身を守るため、ぜひ、積極的に着

用していただきたいと願っておりますけれど

も、全国の自治体の事例を御紹介させていた

だきたいと思いますが、このなかなか上昇し

ていかない自転車用のヘルメット着用を促す

ために、また、さらに交通事故の際の被害の

軽減を目的にヘルメット購入費に対する助成

事業をスタートしている自治体がございま

す。お一人１回につき１,０００円、もしくは

２,０００円。このような金額の助成でござい

ます。やはり、上昇アップに向けて様々な状

況、御判断、お考えもありますことから、強

制というのは難しいとは思いますけれども、

まず、子供たちが、小学生また中学生は、一

番着用率が高いわけでありますけれども、大

人の私たちも子供たちの模範となる、そうい

う姿を見せていくというのが、非常によろし

いのかなという思いがございまして、今後、

三沢市におきましても、こちらのヘルメット

購入費に向けて助成を検討していただきた

い、すべきだというふうに今現在思っており

ますけれども、現時点での三沢市での御見解

をお伺いいたします。 

○議長（堀 光雄君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） ヘルメット

の購入助成金事業について、当市の見解とい

うことでしたので再質問に答弁させていただ

きます。 

 先ほど答弁申し上げました今後の取組、取

り組むべき事業を進めながら、今後さらに、

ヘルメット着用率を向上させるためには、ど

のような施策が有効であるのか、御提案いた

だきました助成金事業も含め検討してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 次に、３点目のヤングケアラーへの支援体

制の強化について再質問させていただきま

す。 

 答弁の中で耳を傾けておりまして、非常に

ありがたい取組をされているなということを

思いました。それは、本市では、教育委員会

とともに子育て支援課や健康推進課の担当職

員が、実際に各学校を訪問してくださってい

る、そして、担当者自らの目で、そして耳

で、子供たちの情報をしっかり得て、必要な

対策をされているということに対しまして、

非常に心強く、ありがたい思いをいたしたと

ころでございます。また、答弁の中で示され
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ましたとおり、県におきましてヤングケア

ラーや悩みを抱える方々が相談できるような

ＳＮＳによる相談窓口を開設する予定であ

る、このことも示していただき、また非常に

県の取組に対してもありがたく思ったところ

であります。 

 様々な、これまで、年を追って、教育委員

会を発端にして実態調査、また教職員の皆

様、また子育て施設、幼稚園・保育園等の皆

様に対しても、周知・啓発に努めていただき

ました。この流れの中で、やはり、多くの周

りの大人が早期に気づいてあげることが大事

であり、さらに社会的認知度を向上させると

いうことが、いかに大切かということを改め

て思っているところでありますけれども。 

 ここに加えて、やはり、市民の皆様に向け

て、情報を得ている方もいらっしゃるかと思

いますけれども、ここで強化ということに関

しましては、私は市民の皆様への周知・啓

発、そしてまた、地域の皆様がちょっと気に

なる、もしかしたらヤングケアラーかなと

思ったときに、どこに御相談をしていいの

か、窓口はどこなのか、これらも併せて、今

後さらに周知をしていく必要があるのかなと

いうふうな思いに至っているところでありま

す。この支援体制の強化という視点で、市民

の皆様へ広く周知・啓発を努めていく、この

ようなお考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 再質問にお

答えいたします。ヤングケアラーについての

一般市民とか、地域への周知・啓発、支援体

制の強化ということの再質問にお答えいたし

ます。 

 まず、ヤングケアラーの中には、自分の置

かれた状況を把握しながら、自ら周りの人に

相談するというのが難しいという方々がほと

んどだと思います。そのために、普段から周

囲の大人が子供の様子を気遣って、変化に気

づいてあげるということが、一番重要だと考

えております。 

 周囲の大人がヤングケアラーを早期発見で

きるようにするためには、ヤングケアラーに

関する周知・啓発、支援体制の強化というも

のが重要であると考えております。もちろ

ん、教育、福祉の関係者だけではなくて、一

般市民までそれを広げていく必要があると考

えておりまして、一般の方々からの情報提供

や相談窓口といたしましては、キッズセン

ターそらいえの中にあります子育て支援課内

に設置している三沢市子ども家庭総合支援セ

ンター、こちらが窓口となりますので、今

後、マックテレビや広報みさわ、ＳＮＳなど

市の広報、各種広報媒体等で周知を図ってま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。早期発見、早期支援がいかに大事か

ということを思っておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 次に、４点目の保育の重大事故防止につい

て再質問いたします。 

 こども家庭庁が、保育所また幼稚園などの

職員の研修で活用して、事例集に基づくヒヤ

リハットの共有、具体的な改善策の検討など

に生かしていくよう促しているということで

あります。また、参考に申し上げますと、こ

の政府が作成したヒヤリハット事例集に、有

識者会議の座長として携わった甲南大学の前

田正子教授がおっしゃっておりましたけれど

も、「この頻度の少ない重大事故は遠い出来

事のように感じられるけれども、ヒヤリハッ

トというのは、いつも身近によく起きている

問題であります。事例集を効果的に活用し

て、保育の現場で働く方々には、我がことと

して捉え、意識向上につなげてもらう機会と

してほしい。」このように語っておられまし

た。 

 そこで、これを機に、さらに保育の質向

上、また、職員の研修など、それぞれがこの

情報を得て、これまでもしてくださっている

と思いますけれども、こういう後を絶たない
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子供の悲惨な事件・事故等が多発しているわ

けですから、日頃からこの意識向上に努める

ことがいかに大事かというふうに思っており

ました。 

 そこで、可能でありましたら、行政として

も、こういう保育に携わる職員の皆様の集い

等がございましたら、そこに行政としても可

能な限り参加をしていただき、積極的にバッ

クアップしていただきたい、そのように願っ

ているところでありますけれども、この点に

ついてのお考えをお伺いいたします。 

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 再質問にお

答えいたします。 

 組織での具体的な活用ということで、それ

に関する行政としてどのように関わっていく

かという質問内容だったと思いますけれど

も、当市には、三沢保育事業研究会、通称三

保研という保育事業者による組織がございま

す。この組織でございますが、地域の保育事

業の発展に向け、施設長部会をはじめ、複数

の部会を設けて、情報共有や調査研究を行っ

ている組織でございます。 

 今後におきましては、この三保研の施設長

部会に市の担当者が出向いて、このヒヤリ

ハットの事例集の紹介とか、国のガイドライ

ンの説明、また、その内容に関する意見交換

とか、そういったものを実施するなど、より

積極的に注意喚起や意識改革に向けて、今

後、その三保研と相手方と相談、調整をして

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（堀 光雄君） 春日議員。 

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 最後に、教育問題の本市における読書活動

の推進について再質問させていただきます。 

 今般、この質問に至った経緯でありますけ

れども、文部科学省によるオンライン研修会

を受講する機会がございました。その中で示

された、この全国の様々な状況、学校図書館

に関するこのデータが青森県全体でございま

したので、５割を切っている状況、それぞれ

のこの全ての本日の質問の内容でございまし

たけれども、現在の三沢市の状況はいかがな

のかなと、そういう思いに至っての質問でご

ざいました。 

 先ほどの御答弁の中で、教育長から様々な

この三つの質問に対しまして、三沢市がいか

に充実に努めていってくださっているのかと

いうことを、非常にありがたく理解を深める

ことができました。ありがとうございます。 

 また、この読書活動、子供たちが様々な状

況の中で、なかなか本を手にする機会が少な

い、また、読書数も少ないお子さんもいらっ

しゃるのかなというようなことを思っており

ましたけれども、参考に申し上げますと、か

つて、この教育委員会におきまして、三沢市

立図書館に読書通帳、こちらを配備していた

だきました。これは、子供から大人全ての方

が御希望に応じて、御自分の読書を記録する

ものでありますけれども、私も、子供たちが

無理なく、自分自身がいつどんな本を読ん

で、どんな感想を抱いたかな、これが気楽に

お友達同士で何かコミュニケーションをし

て、また友達が読んだ本を自分も読んでみよ

うかな、そのような思いも抱いていただけ

る、そういう一つのツールとして、例えば、

読書の記録、こんなことを取り入れてみるの

はいかがかなという、そういう思いを抱いて

いるところでございますけれども、現時点で

の御見解をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（堀 光雄君） 春日議員に申し上げ

ます。持ち時間終了５分前です。 

 答弁願います。 

 教育長。 

○教育長（山内康之君） ただいまの再質問

は、子供たちの読書意欲を高めるような、そ

れらを記録できるようなものがないのかとい

うような、そういった再質問かと思っており

ますけれども、教育委員会では、小中９年間

の読書活動を推進することを目的に、令和２

年度より読書ミラクルナイン事業を実施して
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おります。この事業では、図書館管理システ

ムを活用しまして、児童生徒が学校図書館か

ら本を借りる際に、バーコードをスキャンす

ることでデータベース化して、年度末に１年

に読んだ本を読書記録として、一人一人の児

童生徒に配付しているというようなことでご

ざいます。読書記録は、各校で個人ごとに

ファイリングして、小学校から中学校へ引き

継がれ、中学校卒業時には、小中９年間に及

ぶ読書記録を振り返ることができるようなシ

ステムを取っております。 

 このことによって、子供たちは、自分の読

書の足跡を振り返りながら、自分の成長を自

覚することができるかと思いますし、また、

読書意欲の向上と読書習慣の定着につながる

のではないかと期待しているところでありま

す。 

 今後は、年度途中にも子供たちが読書記録

を振り返ることができる機会を増やすことな

どしながら、さらなる読書意欲の向上に努め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（堀 光雄君） 以上で、春日洋子議

員の質問を終わります。 

 この際、午後１時まで休憩します。 

午後 ０時００分 休憩   

──────────────── 

午後 １時００分 再開   

○議長（堀 光雄君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ここで、議長を交代します。 

○副議長（加澤 明君） 議長を交代しまし

た。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 遠藤泰子議員の登壇を願います。 

 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） ６番、かがやきの遠

藤泰子です。通告に基づきまして、行政問

題、市役所の組織体制づくりについてと公共

施設の環境整備についての２点、順に質問い

たしますので、よろしくお願いいたします。 

 地球温暖化が進み、当市においても今年は

記録的な暑さが続きました。異常気象、記録

的あるいは想定外な状況が、毎年のように発

生しております。これまでとは全く環境が異

なる将来の予測が困難な非連続の時代を迎え

る中、市民生活や生命財産を守るためには、

市民に一番近い行政組織である自治体の役割

が一段と大きくなっているものと思われま

す。また、デジタル技術の進化や国際情勢、

経済情勢の変化、あるいは、市民の価値観の

多様化などを踏まえると、行政需要はますま

す高度化、多様化、複雑化するものと予想さ

れております。加えて、少子化等を背景とし

た生産年齢人口の減少などにより、あらゆる

分野の担い手が不足することが見込まれてい

る状況であると思います。 

 こうした状況を踏まえ、市民に対し、今後

も必要な行政サービスを安定的に提供してい

くためには、限られた行政資源を効果的、効

率的に活用していく必要があり、人材組織に

関する取り組み方が非常に重要になるものと

思います。 

 このため、職員のさらなる意欲と資質の向

上を図り、職員一人一人の力を最大限に発揮

してもらえるよう多様な人材の確保、研修の

充実による人材育成、働きやすい職場環境づ

くり、組織体制の一層の効率化など積極的に

取り組み、今後予想される急激な社会変容に

対応し得る持続可能な組織体制づくりを目指

すべきだと考えています。 

 先進自治体においては、既存の体制にとら

われない課題を解決するためのタスクフォー

スの設置や行政課題に応じた組織のスクラッ

プアンドビルドともに、お悔やみ窓口の設置

のような市民目線の施策を推進する体制づく

りが進められてきております。さらに、デジ

タル化への対応も加わり、今後、さらに組織

体制の在り方や人材育成の成果などによっ

て、自治体間格差が大きく広がっていくもの

と思います。 

 当市においても、社会情勢等の変化を捉

え、毎年、組織改正を検討し、実施してきて

いるものと思いますが、重点をどこに置き、
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方針をどのように定め、どのように組織体制

づくりを進めているのかについて、市役所の

組織体制づくりに係る１点目の質問としてお

伺いいたします。 

 次に、物価高騰に係る市民生活への影響を

把握する体制についての質問となります。 

 総務省統計局が、本年８月１８日に公表し

た消費者物価指数によると、２０２０年を１

００とした総合指数は１０５.７、生鮮食品を

除く総合指数は１０５.４とのことであり、３

年前と比較し、約５％の上昇となっておりま

す。また、帝国データバンクが８月末にまと

めた主要１９５社の価格改定動向調査による

と、食料品など８月に値上げした品目は１,１

０２品目、９月は２,０６７品目、１０月は

４,０００品目を超える見通しで、２０２３年

に値上げする品目は累計で３万品目に達する

とのことでありました。とりわけ、電気料な

どの光熱費、ガソリンなどの燃料の値上げが

大きく、暑い夏の影響も重なり、市民生活に

大きな影響を及ぼしているものと思います。

また、今後においても、この上昇は収まら

ず、さらに物価高騰が進むことが予測されて

おります。 

 こうした状況が進む中、小檜山市長には、

市民生活を守り、小さな声を聞き漏らさず、

市民に本当に必要な喜んでもらえる施策を実

施してほしいと願っております。これまで、

非課税世帯等への給付金やプレミアム商品券

事業などが実施されてきておりますが、当市

においては、効果的な事業とするために、ど

のように現状を把握し、検討がなされて、物

価高騰対策への取組をしてきたのでしょう

か。市の限られた財源の中で、効果的に施策

を実行するためには、まず現状認識が必須で

あり、市民生活状況の実態調査、現状把握を

行い、その状況を踏まえて、解決策を検討す

べきであると思います。 

 当市におきましては、三沢市行政組織規則

の中に市民生活部の分掌事務として、「消費

者行政に関すること」とあるものの、物価高

騰などの調査は担当していないとのことであ

り、現状としては、市民生活への影響を調べ

る部署がなく、広報広聴課で市民の声を聞く

ことにより対応しているとのことでありまし

た。肝腎の現状認識がなされていないまま施

策を実施するのではなく、市民生活の現状を

しっかりと捉える体制を整え、効果的な施策

を実施すべきと思いますが、どのように考え

ているのかお伺いいたします。 

 次に、デジタル化への組織体制についての

質問となりますが、当市では、ＤＸ推進課を

設置し、ＡＩ、ＲＰＡなどデジタル技術の活

用を順次進められているものと認識しており

ますが、先進自治体においては、マイナン

バーに紐づけた宮崎県都城市など自治体独自

の取組や、横須賀市などでは、ＣｈａｔＧＰ

Ｔの活用も急速に進められているとのことで

あります。自治体間格差が既に出始めており

ます。当市においても、ＡＩ、ＲＰＡ等の活

用、業務のデジタル化、外部人材の活用、職

員のデジタルスキルの向上など重要課題と捉

えているものと思いますが、今後、さらにＤ

Ｘを進めるための組織体制づくりをどのよう

に進める考えなのかお伺いいたします。 

 次に、行政問題の２点目、公共施設の環境

整備についての質問となります。 

 冒頭申し上げましたが、今年は記録的な暑

さが続きました。気象庁がまとめた統計によ

りますと、６月から８月の気温は過去１２６

年で最も暑かったとのことであります。地球

温暖化が気温を高めた可能性を指摘されてお

りますが、これがさらに進めば、来年以降も

さらに高温になっていくことが懸念されま

す。危険な暑さが続く中、暑さを避けるため

の場所、涼む場所としてクーリングシェル

ターを開設する自治体が出始めてきており、

環境省によると、全国１２５以上の自治体が

既に取組を進めているとのことでありまし

た。県内では、むつ市が本庁舎、公民館など

１２もの施設をクーリングシェルター、涼み

どころとして開放しているとのことでありま

す。全国消費実態調査によれば、青森県内の

エアコン普及率は５１.６％となっており、約
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半数の世帯が未設置という状況の中、熱中症

警戒アラートが発表されるほどの危険な暑さ

への対策は、市民の命を守る上で、もはや災

害対策として早急に取り組むべき課題ではな

いでしょうか。 

 その対策の一つとして、市民生活に一番近

い公共施設である集会所にエアコンを設置し

てはどうかと考えています。市民の命を守る

熱中症対策と合わせて、コミュニティー活動

を充実させることは、地域の活性化や福祉活

動、あるいは教育の面から見ても効果がある

ものと考えます。参考までに、今年８月の集

会所での出来事を御紹介したいと思います

が、８月上旬、地域の子供たち向けの夏休み

お助け塾を開催しましたが、暑い部屋での勉

強は子供たちも教える側も困難な状況となり

ました。８月中旬、介護予防として開催して

いる寺子屋において、参加されている高齢者

が調理中に具合が悪くなり、救急車を要請す

る一歩手前となりました。８月下旬、三沢ま

つりの太鼓たたきの練習を見に行った際、集

会所が暑くて、子供たちを倒してしまうから

練習できないとのことで、実際に練習をして

いない状況でありました。このほかにも事例

はたくさんあります。 

 繰り返しとなりますが、地球温暖化は進ん

でおり、来年、再来年とさらに暑くなるかも

しれません。市民の生命を守るという観点か

ら申し上げれば、集会所をはじめとした公共

施設に暑さ対策の避難所、クーリングシェル

ターとしての役割を持たせるべきと考えま

す。今後、どのように対応していくのかお伺

いいたします。 

 最後に、公共施設の洋式トイレ化について

の質問です。 

 日本トレンドリサーチによる全国男女１,０

００人を対象にインターネットで実施したト

イレの使用に関するアンケート結果による

と、「自宅のトイレは洋式ですか、和式です

か。」の問いに対し、洋式が９７.０％、和式

が１.９％、どちらもあるが１.１％というこ

とでありました。 

 一方、公共施設においては、各自治体にお

いて、洋式トイレ化整備計画や洋式トイレ整

備方針を策定するなどにより、取組が進めら

れてきております。公共施設の洋式トイレ化

が進められている背景としては、家庭におけ

る洋式トイレの普及のほか、外国人旅行者、

インバウンドが増加していること、高齢化の

進行に伴い、ユニバーサルデザインの重要性

が増してきているということなどが挙げられ

ております。 

 また、訪日外国人が日本のすばらしいとこ

ろとして挙げているものとして、交通機関の

時間が正確である、町中にごみがなくて清

潔、治安がよい、食べ物がおいしい、公衆ト

イレがすばらしいが常に上位となっており、

衛生対策を講じた洋式トイレ化はインバウン

ドにおける日本のストロングポイントとなっ

ているものと思います。 

 当市においては、国際文化都市を標榜して

おり、ほかの地域よりも外国人が多い状況、

さらに、航空路線があることによるインバウ

ンドも期待できる環境、必然的に洋式トイレ

のニーズが高い状況であるものと推察してお

ります。 

 一方、新型コロナウイルス感染症が今なお

収まっていない状況の中、蓋のない和式トイ

レよりも、蓋のある洋式トイレのほうが飛沫

拡散防止に一定の効果が認められているもの

とのことであります。 

 外出先では、和式トイレを利用したいとい

う方も一定数おられるものと思いますが、便

座の衛生対策を講じることにより、解決でき

る自治体もあることなどから、今後の高齢社

会を見据えたユニバーサルデザイン、洋式ト

イレ化の取組をスピードアップさせる時期に

来ているものと考えます。 

 このことから、令和３年に策定した三沢市

公共施設個別施設計画に整合性を持たせなが

ら、ほかの自治体が取り組んでいる洋式トイ

レ化整備計画などを参考に改修を進めていく

べきと考えますが、どのように進めていくの

かお伺いします。 
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 御答弁、よろしくお願いします。 

○副議長（加澤 明君） ただいまの遠藤泰

子議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの遠藤議

員御質問の行政問題の市役所の組織体制づく

りについての第１点目、どのような方針の下

で組織づくりを進めているのかについては私

から、そのほかにつきましては、総務部長並

びに財務部長からお答えをさせますので、御

了承ください。 

 令和５年度の組織体制づくりに当たって

は、第２次三沢市総合振興計画の基本理念で

ある「未来へつなぐ 心安らぐ 国際文化都

市」の実現及び国の政策動向や社会情勢の変

化など、多様な行政ニーズに的確に対応する

ことで、市民が安心して暮らしていけるよう

限られた資源で効率的かつスピード感を持っ

て施策を推進するという方針の下、実施した

ところでございます。 

 また、その進め方につきましては、人事担

当部署において、各部署からの情報収集に努

めるとともに、部長等で組織する組織等検討

委員会における総合的な検討を踏まえた上

で、最終的な決定をしております。 

 私からは、以上です。 

○副議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（蹴揚光昭君） 行政問題の市役

所の組織体制づくりについての第２点目、物

価高騰に係る市民生活状況を把握し、対策を

講じるための体制についてお答えいたしま

す。 

 今般のエネルギー価格をはじめとする様々

な原材料や生活必需品などの各種物価高騰が

市民の生活に多大なる影響を与えていること

は、十分に承知をしております。物価高騰に

限らず、市民の皆様からの御意見・御相談

は、広報広聴課において、相談窓口や市ウェ

ブサイトからのお問合せメールでお受けした

上で、その内容に応じて各担当部署へ取次ぎ

をし、個別に対応を行っているところでござ

います。 

 今後におきましても、引き続き、関係部署

が連携し、情報収集に努めるなど物価高騰の

影響を受けている市民の皆様に寄り添った丁

寧な対応を行ってまいります。 

 続きまして、市役所の組織体制づくりにつ

いての第３点目、ＤＸをさらに進めるための

組織体制についてお答えいたします。 

 当市のＤＸの推進につきましては、令和４

年４月にＤＸ推進課を新設し、デジタル施策

の企画・立案とシステム整備を行っておりま

す。また、同年８月には、全庁的なデジタル

化を推進することを目的に、副市長を委員長

とし、各部長を委員とする三沢市行政事務デ

ジタル化推進委員会を設置したところであり

ます。この委員会では八つの専門部会を設

け、担当職員等を部会員に、デジタル化の推

進に向けた調査・研究とその実現に向けた実

務に取り組んでおり、証明書のコンビニ交付

やキャッシュレス決済、ペーパーレス化の実

現などに向け、着実な成果を上げているとこ

ろでございます。 

 現在も市民の利便性向上のための新たなデ

ジタル施策について検討を進めているところ

であり、引き続き、当該委員会の活動を中心

に、さらなる市全体のＤＸの推進を図ってま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 財務部長。 

○財務部長（吉村聖毅君） 行政問題の公共

施設の環境整備についての第１点目、公共施

設へのエアコン設置についてお答えいたしま

す。 

 今年の夏は、全国的に平年を上回る高温が

続き、当市においても、７月には月平均気温

が１９７７年からの観測史上最も高い気温と

なりました。さらに、８月５日には、日最高

気温が３７度と、こちらも観測史上最高記録

を更新いたしました。 

 このような状況から、当市においては、熱

中症警戒アラートが発表された日には、情報

メールにて適度に扇風機やエアコンを使用す
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ること、小まめな水分摂取をすることなど、

熱中症予防対策を呼びかけてまいりました。 

 御質問の公共施設へのエアコン設置につい

てでありますが、当市が管理する集会所も含

めました１２４の屋内公共施設を調査したと

ころ、建物全てのフロアにエアコンが設置さ

れている施設は１４施設、建物の一部のフロ

アにエアコンが設置されている施設は３１施

設、残りの７９施設には、エアコンが設置さ

れていない状況となっております。 

 近年の地球温暖化等の影響による異常気象

は、当市においても災害級と言われる記録的

な高温をもたらしております。このような異

常気象は、今後も続くものと想定されること

から、まずは、児童生徒の健康を優先し、令

和４年度に小学校、そして、今年度は中学校

においてエアコンの設置工事を実施している

ところであります。 

 今後も引き続き、エアコンが設置されてい

ないその他の公共施設についても、利用状況

や施設の老朽度等を踏まえながら、エアコン

の設置に向けて検討してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

 続けて、行政問題の公共施設の環境整備に

ついての第２点目、公共施設の洋式トイレ化

についてお答えいたします。 

 洋式トイレは、生活の洋式化が進んだこと

や椅子に座る感覚で利用でき、体の負担が少

ないことから、近年は多くの施設で普及して

おり、当市においても、ユニバーサルデザイ

ンを念頭に、公共施設の洋式トイレ化を順次

進めてきたところであります。 

 現在、公共施設１７５施設のうち、洋式ト

イレが一部でも整備されている施設は１５９

施設、整備率にして９１％。また、便器数に

対する洋式化率は７１％となっております。 

 今年度においても、一部施設で整備を進め

ているところでありますが、未整備の各公共

施設については、外出先では和式トイレを利

用したいという方にも配慮しながら、トイレ

の利用状況や設備の老朽具合などを確認し、

実態の把握に努め、今後も順次、洋式トイレ

化について検討してまいりたいと考えており

ます。 

 以上であります。 

○副議長（加澤 明君） 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

 それでは、再質問を質問順に沿って質問し

たいと思います。 

 １点目の組織体制づくりに係る方針につい

て、小檜山市長から御答弁いただきました。

御答弁の中で、多様な行政ニーズに的確に対

応し、効率的かつスピード感を持って施策を

推進するという方針の下で行われているとの

ことであったと思います。 

 私は、行政ニーズにスピード感を持って的

確に対応するためには、今のような縦割りの

行政組織では、対応が難しくなってきている

ものと思っています。各部署から情報収集を

しているとのことでありましたが、他の自治

体のお悔やみ窓口などの事例は見れば分かる

ように、市民目線の組織づくりが必要ではな

いかと思っています。現状のままで、市民

ニーズに十分に対応できていると考えている

のか、いないのか、再質問させていただきま

す。 

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。 

 総務部長。 

○総務部長（蹴揚光昭君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

 市民の皆さんの御意見等につきましては、

それぞれお考えもあるということで、全ての

御意見等に対して十分にその御意見に沿った

対応をすることは非常に難しいと考えており

ます。 

 ただ、考えておりますけれども、市に寄せ

られた御相談等につきましては、担当部署に

おきまして、できる限り市民ニーズに応えら

れるよう適切に対応しており、また、必要に

応じてアンケート調査を行うなど適切な対応

に努めているところでございます。 

 また、全庁的な検討を要する課題に対しま
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しては、部長等からなる部長等連絡調整会議

や関係部長等による会議において、情報共有

を図った上で施策に反映させるなど対応して

いるところでございます。 

 いずれにいたしましても、今後もその時々

の市民ニーズに適切に対応できるような組織

づくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） 市民ニーズに十分に

対応できるよう今後も検討、当然、市民一人

一人の全部のニーズを聞かなければいけない

ということではないので、当然、そういうの

も、なぜその意見が出たのかとか、調査と

か、そういうことは十分行っていただいて、

なぜこういう意見が出たから、では、どうし

なければいけないのだろうというところを十

分話し合ってもらえれば、市民ニーズに応え

ていけるのかなと思いますので、よろしくお

願いします。再々質問はございません。 

 次に、組織体制の２点目の物価高騰に係る

体制についてですが、物価高騰に限らず、広

報広聴課で市民の意見や相談を聞いて、各部

署へ取次ぎをし、そして、内容に応じて対応

しているとのことでありました。 

 私が言うのはそうではなくて、今まさに物

価高騰によって、市民生活に影響を与えてい

る状況においては、市民からの相談を待つ体

制ではなく、状況をしっかりと把握する体制

で施策を実行していくべきだと思いますが、

市民生活に大きな影響を与えている物価高騰

について、今のままの組織体制で十分である

と考えているのか再質問いたします。 

○副議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（蹴揚光昭君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

 今般の物価高騰につきましては、市民生活

に多大なる影響を与えているということで、

十分認識しているところでございます。ま

た、その対応につきましては、関係部長等に

よる会議で検討を重ねてきているところでご

ざいます。 

 現時点では、引き続き関係部署が連携し、

情報収集に努め、現在の組織体制で対応して

まいりたいと考えておりますが、社会・経済

情勢や国・県の動向を見極めつつ、その時々

の状況に応じた適切な対応を取ってまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） ありがとうございま

した。これからもいろいろな調査をしながら

ということなので、本当に調査とか現状把握

ということは大事なことだと思いますので、

これからもよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 ３点目の組織体制のＤＸの推進について

は、先ほど全庁的な、昨年８月に副市長を委

員長としてデジタル化推進委員会が設置さ

れ、現在もデジタル化に努めて検討を進めて

いるとのことですので、ぜひとも先進のＤＸ

導入事例を積極的に取り入れて、他の自治体

に遅れないようにお願いしたいと思います。

再質問はございません。 

 次に、公共施設の環境整備についての１点

目。昨年は、三沢市の小学校の全部、それか

ら今年度は中学校にクーラーを設置したとの

ことで御答弁いただきました。児童生徒のた

めに、最優先で取り組まれたことは大変よ

かったと思っています。 

 ただ、財源は限られておりますので、優先

順位は当然あるとは思いますが、この危険な

暑さは災害に等しい状況だと思います。対応

が遅れると、熱中症だけではなく、体調を崩

し、命の危険にもつながります。青森県のエ

アコン設置率の５１.６％、約半数の世帯がエ

アコンのない状況を考えれば、検討を急い

で、早急対策が必要だと思っています。先ほ

どの答弁では、利用状況や老朽度を踏まえ

て、設置に向けた検討を行うということであ

りましたけれども、いつまでに検討を終え、

対策を打ち出していくのか、今後のスケ

ジュールについてお伺いしたいと思います。 
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○副議長（加澤 明君） 財務部長。 

○財務部長（吉村聖毅君） 対策に対する今

後のスケジュールという再質問にお答えいた

します。 

 今夏の猛暑を受けまして、エアコンの設置

につきましては、喫緊の課題となってきたも

のというふうに私は認識しております。 

 しかしながら、エアコンの設置には議員が

おっしゃいましたように、多大な経費が必要

となりますことから、限られた予算の範囲内

でとはなりますが、財源の確保など条件が

整った施設から、順次整備を進めてまいりた

いと考えております。 

 そのようなことから、現時点で、今後のス

ケジュールについてはお伝えすることはでき

ませんが、市として、優先課題の一つとして

整備を進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○副議長（加澤 明君） 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） 御答弁ありがとうご

ざいました。優先課題の一つとしてというこ

とですが、やはり命に関わる問題も多々出て

くることですので、どれを優先するかは本当

に検討して進めていっていただきたい。そし

て、スケジュールもまだ決まっていないとい

うことでしたけれども、早くとにかくやって

いただければなと思っています。再々質問は

ございません。 

 最後に、洋式トイレの再質問となります。

洋式トイレが普及率７１％ということで、感

覚としては、もっと少ないのかなと感じてお

りましたが、意外に多いなと思いました。先

日、他市町村の公共施設で、和式・洋式どち

らも設置されている施設の中で、女子トイレ

がかなり混んで、並んでいたところ、和式ト

イレが空いたのですけれども、私しゃがめな

いと、次の人に譲り、そして、その次の人

も、次の人も３人ぐらい譲ったという場面が

ありました。それなので、和式トイレとは、

これほど使えない人がいっぱいいるなという

ことも感じたところであります。 

 答弁の中で、外出先は、和式トイレを利用

したいという方にも配慮しながら進めるとい

うことでありましたけれども、これについて

は、衛生面に問題があることが要因だという

ことで確認しております。でも、他の自治体

では、便座シートとか、除菌クリーナー、あ

とアルコール消毒液を用意することで対応し

ているということでありました。例えば、ガ

ラケーからスマホに、和式トイレから洋式ト

イレに替わる時代、時期だと思っています。

当市においても、計画的に進めるために、洋

式トイレ化整備計画を策定する考えはないか

再質問したいと思います。 

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。 

 財務部長。 

○財務部長（吉村聖毅君） 洋式トイレ化整

備計画、それを策定する考えはないかという

御質問になりますが、当市での洋式トイレ化

整備計画の策定についてでありますが、先ほ

どの答弁でも申し上げましたとおり、既に公

共施設の約７１％が便器を洋便器に改修され

ております。未改修という部分が２９％と

なっておりますが、その中には、一般人の利

用に供さないトイレや、またトイレ全体のス

ペースが不足していたり、構造上の理由から

洋式トイレ化が難しい、困難な施設も含まれ

ております。 

 そのようなことから、改修できるトイレ

は、もう残りわずかとなってきておりますの

で、計画を策定するまでもなく、残りのトイ

レにつきましては、利用者のニーズ等を踏ま

えながら順次、トイレの洋式化を図ってまい

りたいというふうに考えております。 

○副議長（加澤 明君） 遠藤議員。 

○６番（遠藤泰子君） ありがとうございま

す。順次ということでありましたが、私の

知っているところでは、やはり公園とかの一

つしかないトイレがそういう和式とかだった

りというところもあるので、きちんと調べて

やっていただければなと思います。いろいろ

な財政問題がありますけれども、やはり首長

が腹をくくれば、予算のシフトは当然可能だ
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という思いがありますので、今後、いろいろ

検討をお願いいたします。 

 以上です。 

○副議長（加澤 明君） 以上で、遠藤泰子

議員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 小比類巻孝幸議員の登壇を願います。 

 小比類巻議員。 

○４番（小比類巻孝幸君） こんにちは。議

席４番、市民クラブの小比類巻孝幸です。通

告に従いまして、２点質問させていただきま

す。 

 まず、奨学金返還義務に対する支援制度の

導入についてであります。 

 学生時代に利用した奨学金の返還義務が、

社会人になってからの経済的問題の一つの要

因として挙げられています。現状として、日

本の４年制大学に進学した場合、卒業するま

での学費と生活費を合わせた経費は、国公立

大学でも８００万円、都市部の私立大学では

１,０００万円を超えています。そのため、現

在、学生全体の５０％が何かしらの貸与型奨

学金を利用しており、借入総額の平均は３１

０万円、５００万円以上の借入者も１２％以

上に達しています。社会人になり、返済が始

まるわけですが、返済期間は平均で１４．７

年となっており、返済を早期に完了するため

に給料の高い大都市での就職を選択する理由

の一つとなっております。 

 さきの移住・定住促進対策特別委員会でも

提出されましたが、青森県企画政策部が行っ

た若者の暮らし・仕事に関する意識調査で

も、県外の大学・大学院に在籍する県出身大

学生・大学院生が、県内に戻ってくるために

望むこととして、十分な収入、仕事の選択肢

に並んで、奨学金の返済免除または減額、Ｕ

ターン者に対する支援が上位になっており、

努力して大学を卒業した若者の多くが地元へ

のＵターンに対して、経済的な不安を抱えて

います。また、２０２２年度に労働者福祉中

央協議会が日本学生支援機構の貸与型奨学金

を現在返還中の社会人に行った調査では、結

婚、出産及び子育てに奨学金返還が影響を与

えているとの回答がいずれも３割強あるとの

結果も出ております。 

 この状況を受けて、多くの地方自治体で

は、若年世代のＵ・Ｉターン、定住促進のた

め、奨学金返還支援制度をスタートさせてい

ます。青森県を含む、ほとんどの都道府県で

は企業を募り、自社社員の奨学金返還支援を

行う制度を広げています。 

 近隣市町村で行っている事業で、十和田市

は奨学金返還支援事業補助金として、年間１

０万円を、黒石市は若者未来応援奨学金サ

ポートとして、一人当たり最大１００万円の

支援を行っています。さらに、独立行政法人

日本学生支援機構のホームページには、全国

の地方公共団体の返還支援制度が紹介されて

おり、中でも、山形県寒河江市の若者定着支

援未来創生事業のように、補助対象者を市内

へのＵターン夫婦に絞り込み、奨学金返還額

の半分近くを支援するなど、結婚・少子化対

策のための施策に位置づけた特色ある制度を

打ち出している自治体も見られます。 

 今年の３月議会の一般質問において、西村

盛男議員から奨学金返還支援制度の創設につ

いて問われた際、三沢市教育委員会からは、

人材確保の面からも重要であり、検討してま

いりたいと回答がありましたが、私は奨学金

返還支援制度で働く若年世代の経済問題を解

決することは、三沢市の将来を考える上で重

要な行政施策であると考えています。 

 子育て支援を重要政策として掲げている三

沢市においては、若者の結婚、出産への大き

な壁となる少子化問題の本質をなす原因の一

つとして重く受け止め、現在実施している住

宅取得支援や結婚祝金制度と同等の若年世代

への重要政策としてすぐに取り組まなければ

ならない課題であると思っています。 

 そこで、奨学金返還支援制度の導入に対す

る三沢市の姿勢を伺います。 

 続きまして、医療的ケア児の市内保育所等

への受入施策について質問いたします。 

 医療的ケア児は、現在、全国に約２万人い
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ることが示されています。令和３年６月に医

療的ケア児及びその家族に対する支援に関す

る法律が公布され、医療的ケア児への適切な

支援が国・地方公共団体等の責務になったこ

とを受け、三沢市では、令和４年度から市内

小中学校において、医療的ケア児の健やかな

成長を図るためのコーディネーター配置、学

校等訪問看護及び家族とともに地域で安心し

て生活するための在宅レスパイト事業に対す

る予算措置を行い、総合的な支援を開始して

います。 

 厚生労働省が打ち出している医療的ケア児

等への社会生活支援施策としては、小学校入

学から１８歳までの教育体制の拡充等を図る

ための学校における医療的ケア実施体制充実

事業費は、令和４年度３,６００万円であるの

に対し、出生から小学校入学までの保育対策

総合支援事業費補助金は、令和４年度４５３

億円、令和５年度案では４５７億円が掲げら

れており、保育所等における医療的ケア児の

受入体制の整備が、国も重要政策として取り

組む姿勢を見せております。 

 青森県でも、保育施設事業者、保育従事

者、看護職員、市町村職員を対象とした医療

的ケア児保育普及啓発フォーラムを開催し、

ホームページでは、現在、医療的ケア児受入

れの検討が可能な県内１０２保育所等の情報

を一覧表で公開していますが、その公開情報

には、三沢市内の事業所は２か所のみとなっ

ており、事業所数及び提供可能な医療的ケア

の種類とともに、小規模な対応に止まってい

る状況です。 

 そのような状況の中で、三沢市内保育所施

設への入所を希望する医療的ケア児の対応が

進められており、この夏に市の担当課から三

沢市内の各保育施設に向けて、看護師の配置

状況及び医療的ケア児の受入れについての調

査が行われていると伺っております。 

 そこで、三沢市における医療的ケアを必要

とする未就学児の現状についてお答え願いま

す。 

 市内の保育施設では、施設ごとに規模や設

備が大きく異なっているため、医療的ケア児

の受入れが可能な保育施設を増やすために

は、医療的ケア児保育支援者の配置、研修の

実施など人的な支援に加え、受入れに際し

て、必要になるバリアフリー化などの設備改

修に係る補助等のハード面の支援が必要不可

欠であると考えます。 

 そこで２点目として、医療的ケア児受入れ

における保育所等に対する三沢市の支援体制

についてお答え願います。 

 以上で、私の一般質問を終わらせていただ

きます。御答弁のほど、よろしくお願い申し

上げます。 

○副議長（加澤 明君） ただいまの小比類

巻孝幸議員の質問に対する当局の答弁を求め

ます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの小比類

巻議員御質問の行政問題の奨学金返還義務に

対する支援制度の導入については私から、そ

のほかにつきましては、副市長並びに健康福

祉部長からお答えをさせますので御了承くだ

さい。 

 当市の奨学金・奨学資金制度といたしまし

ては、経済的な理由で就学が困難な学生に対

して貸付けを行う三沢市奨学資金と将来、医

師・薬剤師・助産師及び看護師を目指す学生

に対して貸付けを行う三沢市医師等修学資金

がございます。特に、三沢市医師等修学資金

については、卒業後、三沢市立三沢病院で勤

務することにより、返還が免除される制度も

あり、Ｕ・Ｉターンにも寄与する施策となっ

ております。 

 また、御承知のとおり、当市の奨学金のほ

かにも、独立行政法人日本学生支援機構等に

おいても、奨学金の貸付けを行っております

が、同機構の令和２年度学生生活調査による

と、大学生の４９.６％の方が何らかの奨学金

を受給しているとの調査結果が公表されてお

ります。 

 このように、優秀で学ぶ意欲を持って大学

等へ進学した若者たちの約半数の方が社会人
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になって間もなく奨学金を返還していくこと

となり、このことは、未来ある若者にとっ

て、経済的にも心理的にも大きな負担となっ

ているものと思っております。 

 御質問の奨学金返還支援制度の導入につき

ましては、奨学金を活用して大学等へ進学し

た若者たちに対する経済支援となるだけでな

く、将来に対する不安の軽減効果も期待でき

ることから、Ｕ・Ｉターンを考えるきっかけ

となり、ひいては長期間にわたる奨学金の返

還が軽減されることにより、将来的な結婚や

出産に対する不安の軽減にもつながる施策で

あると認識しております。 

 このようなことから、当市といたしまして

は、若年世代のＵ・Ｉターンの後押しのため

に、また、経済的な不安が理由で将来的に結

婚や子育てをためらうことのないような夢と

希望があふれるまちづくりを目指して、どの

ような奨学金返還支援制度が当市の実情に合

うか先進事例を参考に検討してまいりたいと

考えております。 

 私からは、以上であります。 

○副議長（加澤 明君） 副市長。 

○副市長（米田光一郎君） 福祉問題、医療

的ケア児の市内保育所等への受入施策につい

ての第２点目、保育所等の受入施設、受入体

制充実に向けた当市の支援施策についてお答

えいたします。 

 市内の保育所等において、これまで医療的

ケア児の受入実績はございません。しかしな

がら、今後におきましては、医療的ケアを必

要とするお子様が増加していくことが予想さ

れております。保育所等においても、医療的

ケア児の受入体制を整備し、受入施設を確保

することが必要であると考えております。 

 先ほど、議員の質問内容にもございました

が、昨年度、県が保育所等を対象に実施した

医療的ケア児に関する調査の結果、市内の保

育施設で受け入れたことはないが、条件に

よっては受入れ可能と回答した施設が１施

設、受入れに関して、相談があれば検討した

いと回答した施設が１施設でございました。 

 また、今年度に入り、市独自に保育施設２

１か所を対象に意向調査をしたところ、受入

れに関して、相談があれば検討したいと回答

した施設が２施設ございました。それ以外

は、受入れ不可と回答されております。 

 受入れが困難な主な理由といたしまして

は、医療的ケアを実施できる看護師等の人材

の確保が難しい。医療的ケアの提供に当た

り、施設が整っていない。人材や施設を整備

するための財源の確保が難しいなどが挙げら

れました。 

 当市といたしましては、今後、国や県が開

催する医療的ケア児の支援に関するフォーラ

ムや各種研修等を積極的に御案内するほか、

関係機関との情報交換の機会を増やすなど、

様々な情報提供を積極的に行ってまいりたい

と考えております。 

 具体的には、看護職のための職業紹介所で

ある青森県ナースセンターについての情報提

供、県内の医療的ケア児等の支援拠点である

青森県小児在宅支援センターとの連携、三沢

市医療的ケア児コーディネーターなどによる

支援体制があることなどを施設関係者へ改め

て御紹介申し上げたいと考えております。 

 また、保育所等の医療的ケアに関する財政

的支援につきましては、看護師等の配置、研

修の受講、さらには、施設の改修や設備の整

備等に対しまして、国の補助制度がございま

す。これらの補助制度の活用が可能であるこ

となどを説明しながら、各施設に受入れの検

討をお願いいたしてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 福祉問題の

医療的ケア児の市内保育所等への受入施策に

ついての第１点目、当市における医療的ケア

を必要とする未就学児の現状についてお答え

いたします。 

 医療的ケア児とは、人工呼吸器による呼吸

管理、喀たん吸引など自宅で家族が日常的に

行う医療的生活援助行為を必要とするお子さ
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んであります。医療的ケア児とその御家族に

対する支援として、令和３年９月に施行され

た医療的ケア児及びその家族に対する支援に

関する法律において、自治体における支援は

努力義務から責務となり、保育士や学校など

で医療的ケア児を受け入れるための支援体制

の拡充が求められることとなったところであ

ります。 

 この法律の施行を受け、当市においても、

令和４年度から医療的ケア児やその家族への

総合支援事業を立ち上げ、一人一人に必要な

サービスの調整を行う医療的ケア児コーディ

ネーター事業、看護や介護を行う家族の休息

や負担軽減を目的とした医療的ケア児在宅レ

スパイト事業を実施しているところでありま

す。また、市内小中学校に就学している医療

的ケアを必要とする児童には、医療的ケア児

学校等訪問看護事業により、他の児童と同様

の学校生活を送れるよう支援をしておりま

す。 

 御質問の当市における未就学の医療的ケア

児の状況と人数につきましては、御本人及び

御家族の個人情報保護の観点から詳細な情報

提供は控えさせていただきますが、さきに述

べました様々な医療的生活援助行為を必要と

する複数名のお子さんが市内に在住している

状況であります。また、今後の傾向につきま

しては、厚生労働省の調査によりますと、新

生児医療技術の向上により、出生時に疾患や

障害があるお子さんの命を救うことができる

ようになった背景から、医療的ケアを必要と

するお子さんが全国的に増加していくものと

予想されております。 

 市といたしましても、これまでの医療的ケ

ア児やその家族に対する支援策の各種事業に

加え、全てのお子さんが安心して生活できる

よう、さらなる支援体制の整備に取り組んで

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 小比類巻議員。 

○４番（小比類巻孝幸君） 御答弁ありがと

うございました。質問順に従いまして、再質

問させていただきたいと思います。 

 まずは、奨学金返還義務に対する支援制度

の導入について。小檜山市長から、今現在、

三沢市にある貸付型の奨学金援助、また医師

等の職業を絞った修学金資金がありますよと

いうお話をしていただきまして、三沢市でも

そういう必要な人材を確保するためのもの

は、今現在、行っているという話でしたけれ

ども、やはり、小檜山市長の御答弁の中で

も、こういう奨学金の支援制度というのは、

人材確保、子供たちの、どうしても三沢市で

すと高校を卒業すると大学に進みたいとなり

ますと、ほとんどのお子さんが市外に出て行

かなければいけないという状況があると。こ

の中で、またＵターンで戻ってきたいと、地

元のために働きたいという子供たちのために

は、必要な制度であるということを理解して

いただいた御答弁をいただいたと思います。 

 ただ、今現在ある制度では、やはり落ち度

があると私は思います。職種を絞る、これは

特に医師ですとか看護師、そういうものは大

学進学のときから、大学の医学部ですとか、

そこでは奪い合いです。どの大学を選ぶかの

ところでその支援制度が働いています。帰っ

てくるためではなくて、そこに居着いてもら

うため、その大学に進学してもらうため。ま

た、貸付けのほうですと、やはり、先ほど来

言っているような経済問題が起きるというこ

とで、この問題を解決するためには、ほかの

自治体では、十和田市でもやっておりますの

で、要は、最後に言っていただいた先進事例

を検討していては、本当に後追いになってし

まって遅れてしまう、人材確保の面からも遅

れてしまうのではないかと思います。 

 ということで、この施策をスピーディー

に、スピード感を持って、できればもう来年

度にでも、最初は十和田市くらいの規模でい

いです、１０万円規模ですとか、人数も絞っ

て。十和田市は令和４年度から６年度までの

３年間をとりあえずその制度でやる。それ

で、令和７年度からは見直して、順次拡充し

ていく、そうやって走りながら充実していく



― 42 ― 

という道を選んでおります。三沢市も、ぜひ

そのようにしてほしい、していただきたいの

ですけれども、今現在、三沢市のほうで考え

ております施策・方針がありましたら教えて

いただきたいと思います。 

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。 

 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

 奨学金返還支援制度のどういったものを考

えているのか、また、進めていくのかという

ような御質問だったと思うのですけれども、

まず、先ほど市長から答弁があったように将

来に対する不安の軽減、それからＵ・Ｉター

ンに寄与する事業というようなことで理解し

ておりますので、十和田市の事例も参考とし

ておりますけれども、もし、いろいろな課題

が、制度設計をする上で課題が出てくると思

いますので、それらを十分検討しながらも、

十和田市並みの事業ができないのか、できる

のか、その辺を見極めながら早期に実施でき

るように、これから検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 小比類巻議員。 

○４番（小比類巻孝幸君） ただいま近隣市

町村に負けないものを早期にというお話でし

たので期待しております。この問題は、やは

り若年世代の本当に働き手、三沢市を支える

若手の定住、もしくは活躍、これに対して絶

対譲れない施策だと思っておりますので、私

も引き続き、これからの一般質問で追求して

いきたい問題だと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、２点目の医療的ケア児の市内保

育所等への受入施策について、再質問のほう

に移らせていただきます。 

 １点目、市内の未就学児の現状についてで

すけれども、やはり、個人情報保護のため、

具体的な情報は出せないと、それは当たり前

のことでして理解しております。ただ、私、

この市内保育所等へのアンケートの内容、文

章を入手させていただいているのですけれど

も、これは保育所等に広く流したものですの

で、公的なものだと思っておりますので、大

丈夫だと思いますが、その中では、やはり保

育所の中でやってほしい内容というような

ニュアンスで医療的ケア児の状況、どういう

ケアが望まれますよというような内容が書い

てあるようなものが流れておりましたので、

やはり、これは保育所施設のほうで受け入れ

るとなったら、どういう人が、どういうもの

が必要なのだろうと具体的な例がなければ、

そこは分かりませんし、どのくらいの人数、

複数名というお話でしたけれども、どのくら

いそれを希望される方がいるのか、そういう

情報も担当する、該当する施設には流してい

ただいて、一緒に考えると、行政とその受入

施設で一緒に考えるというような体制を取っ

ていただければと思いますので、ここは再質

問はいたしませんけれども、よろしくお願い

いたします。 

 ２番目の、補助がどれだけ、三沢市がそこ

に補助できるのかというお話ですけれども、

私、この国の予算の中で、この保育施設に対

する予算、これは人的な、研修を行うですと

か、県単位で人を増やしていくという事業

は、調査させていただいたのですけれども、

それぞれの具体的な保育所に対しての設備を

拡充する。例えば、バリアフリー化のスロー

プを設置するですとか、処置するときのパー

ティションですとか、部屋の改修ですとか、

そういうハードウェアに対しての補助金、補

助事業というのが見つけられなかったのです

けれども、副市長の御答弁の中では、そうい

うものを利用してというお話があったのです

が、具体的にどういうものを利用できると市

のほうでは捉えているのか、そこの事業の内

容を教えていただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 再質問にお

答えいたします。 
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 医療的ケア児を受け入れるための施設改修

等に係る費用の補助事業についてということ

で再答弁したいと思います。 

 国の補助事業につきましては、先ほど議員

がおっしゃった保育対策総合支援事業費補助

金の中にソフト事業とハード事業がありま

す。ソフト事業に関しましては、先ほど議員

おっしゃった医療的ケア児保育支援事業とい

う中で行われるのですが、ハード事業、施設

の整備につきましては障がい児受入促進事業

という中で、そういったメニューがございま

して、既存の保育所等において、医療的ケア

児を含む障がい児を受け入れるために必要な

改修や設備の整備を行う事業。この中身につ

きましては、バリアフリーの改修や、それか

ら児童のプライバシーや衛生面に配慮したケ

アを提供する場所の確保のための施設の改

修。その他、医療的ケアを提供するために必

要な設備の整備や備品購入といったものも含

まれております。補助対象経費といたしまし

ては、工事請負費とか原材料費とか需用費、

こちらには燃料費とか印刷製本費も含まれま

すが、それのほかに、先ほど言った備品購入

費も含まれております。 

 それと、補助基準額、それから補助割合に

ついてでございますが、１施設当たり１０２

万９,０００円を補助基準額としております。

そして、国・県・市がそれぞれ３分の１ずつ

負担することとなっております。 

 以上でございます。 

○副議長（加澤 明君） 以上で、小比類巻

孝幸議員の質問を終わります。 

 これをもって一般質問を終わります。 

───────────────── 

  ◎日程第 ２ 認定第 １号から 

   日程第２０ 議案第５５号まで 

○副議長（加澤 明君） 次に、日程第２ 

認定第１号令和４年度三沢市一般会計歳入歳

出決算認定についてから日程第２０ 議案第

５５号財産の取得についてまでを一括議題と

します。 

───────────────── 

  ◎日程第２１ 総括質疑 

○副議長（加澤 明君） 日程第２１ ただ

いま一括議題といたしました全議案に対し、

総括質疑を行いますが、通告がありませんの

で、総括質疑を終結します。 

───────────────── 

  ◎日程第２２ 特別委員会の設置及び

議案の付託 

○副議長（加澤 明君） 日程第２２ 特別

委員会の設置及び議案の付託を行います。 

 お諮りします。 

 ただいま一括議題となっております議案の

審査に当たりましては、１６名をもって構成

する決算審査特別委員会、８名をもって構成

する予算審査特別委員会、同じく８名をもっ

て構成する条例等審査特別委員会をそれぞれ

設置し、これに付託の上、慎重に行いたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（加澤 明君） 御異議なしと認め

ます。 

 よって、決算審査特別委員会、定数１６

名、予算審査特別委員会、定数８名、条例等

審査特別委員会、定数８名をそれぞれ設置

し、これに付託することに決しました。 

 それでは、議案の付託を行います。 

 決算審査特別委員会には、認定第１号から

認定第８号までの計８件を、予算審査特別委

員会には、議案第４５号及び議案第４６号の

計２件を、条例等審査特別委員会には、議案

第４７号から議案第５５号までの計９件を、

それぞれ付託します。 

───────────────── 

  ◎日程第２３ 特別委員会委員の選任 

○副議長（加澤 明君） 日程第２３ 特別

委員会委員の選任を行います。 

 ただいま設置されました３特別委員会の委

員の選任については、三沢市議会委員会条例

第８条第１項の規定により、お手元に配付ま

たはタブレットに配信しております特別委員

会委員及び付託議案一覧表のとおり指名しま

す。 
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 なお、特別委員会委員の方々は、次の休憩

中に、委員長、副委員長をそれぞれ互選し、

議長まで報告願います。 

 また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、初めに決算審査特別委員会を

大会議室において、引き続き予算審査特別委

員会を大会議室、条例等審査特別委員会を第

２会議室において、それぞれ願います。 

 この際、委員会開催のため、暫時休憩しま

す。 

午後 ２時１５分 休憩   

──────────────── 

午後 ２時２３分 再開   

○副議長（加澤 明君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 先ほど設置されました３特別委員会の委員

長、副委員長の互選の結果を報告します。 

 決算審査特別委員会委員長、森三郎委員、

副委員長、下山光義委員。予算審査特別委員

会委員長、小比類巻雅彦委員、副委員長、西

村盛男委員。条例等審査特別委員会委員長、

瀬崎雅弘委員、副委員長、奥本菜保巳委員と

それぞれ決しました。 

───────────────── 

○副議長（加澤 明君） 以上で、本日の日

程は終了しました。 

 なお、明日から１４日までは、特別委員会

審査等のため、本会議は休会となります。 

 次回本会議は、１５日午前１０時から会議

を開きます。 

 本日は、これをもって散会します。 

午後 ２時２４分 散会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


